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(57)【要約】
【課題】運転者による運転操作に基づいた走行を行う手
動運転モードと、自律走行を行う自動運転モードとを備
える自動車において、運転者が降車した後にも、同乗者
が目的地まで辿り着ける。
【解決手段】手動運転モードの自車から運転者が降車し
たことを検知する運転者降車検知手段と、運転者降車検
知手段で、手動運転モードの自車から運転者が降車した
ことを検知したときに、同乗者が存在するか否かを判別
する同乗者有無判別手段と、同乗者有無判別手段で同乗
者が存在すると判別したときに、同乗者からの走行開始
指示を受けたか否かを判別する走行開始指示判別手段と
、走行開始指示判別手段で走行開始指示を受けたと判別
したときに、自車を手動運転モードから自動運転モード
に切り替えて走行を開始する走行開始手段とを備える。
【選択図】図１９
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　運転者による運転操作に基づいた走行を行う手動運転モードと、自律走行を行う自動運
転モードとを備える自動車において、
　前記手動運転モードの自車から運転者が降車したことを検知する運転者降車検知手段と
、
　前記運転者降車検知手段で、前記手動運転モードの自車から運転者が降車したことを検
知したときに、同乗者が存在するか否かを判別する同乗者有無判別手段と、
　同乗者有無判別手段で同乗者が存在すると判別したときに、前記同乗者からの走行開始
指示を受けたか否かを判別する走行開始指示判別手段と、
　前記走行開始指示判別手段で前記走行開始指示を受けたと判別したときに、自車を手動
運転モードから自動運転モードに切り替えて走行を開始する走行開始手段と、
　を備えることを特徴とする自動車。
【請求項２】
　運転者による運転操作に基づいた走行を行う手動運転モードと、自律走行を行う自動運
転モードとを備える自動車が備えるコンピュータを、
　前記手動運転モードの自車から運転者が降車したことを検知する運転者降車検知手段、
　前記運転者降車検知手段で、前記手動運転モードの自車から運転者が降車したことを検
知したときに、同乗者が存在するか否かを判別する同乗者有無判別手段、
　同乗者有無判別手段で同乗者が存在すると判別したときに、前記同乗者からの走行開始
指示を受けたか否かを判別する走行開始指示判別手段、
　前記走行開始指示判別手段で前記走行開始指示を受けたと判別したときに、自車を手動
運転モードから自動運転モードに切り替えて走行を開始する走行開始手段、
　として実行させるための自動車用プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、自動車及び自動車用プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、運転者が手動運転操作をしなくても自律走行することができる自動運転モードを
備える自動車の開発が進んでいる。将来的には、運転者による手動運転操作を全く必要と
しない完全自動運転車も登場することが期待されているが、当面は、運転者による手動運
転モードと、運転者による手動運転操作を必要とせずに自律走行を自動車自身が行う自動
運転モードとが自動車には搭載され、両モードが切り替えられて利用されるものと考えら
れる。
【０００３】
　この場合に、手動運転モードから自動運転モードへの切り替えは、運転者が所定の操作
を行うことでなされるだけでなく、例えば特許文献１（特開２０１５－１１８４３８号公
報）や特許文献２（特開２０１５－１３３０５０号公報）に記載されているように、所定
の切替条件を自動車が備えるコンピュータが監視して、切替条件に合致したことを検知し
たときには、強制的に実行されるようにすることも提案されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１５－１１８４３８号公報
【特許文献２】特開２０１５－１３３０５０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
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　運転者が手動運転モードで自動車を運転して走行した後、所定地点で運転者が降車後も
、運転者以外の乗車者（同乗者）は降車せずに、別の地点まで移動したい場合がある。
【０００６】
　このとき自動車は、手動運転モードの状態であるので、同乗者の内のいずれかの者が運
転者となることができれば問題ないが、運転者となることができる者が存在しない場合も
ある。
【０００７】
　この発明は、上記の問題点に鑑み、転者が手動運転モードで自動車を運転して走行した
後、所定地点で運転者が降車後も、同乗者が別の地点まで移動することができるようにし
た自動車を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記の課題を解決するために、請求項１の発明は、
　運転者による運転操作に基づいた走行を行う手動運転モードと、自律走行を行う自動運
転モードとを備える自動車において、
　前記手動運転モードの自車から運転者が降車したことを検知する運転者降車検知手段と
、
　前記運転者降車検知手段で、前記手動運転モードの自車から運転者が降車したことを検
知したときに、同乗者が存在するか否かを判別する同乗者有無判別手段と、
　同乗者有無判別手段で同乗者が存在すると判別したときに、前記同乗者からの走行開始
指示を受けたか否かを判別する走行開始指示判別手段と、
　前記走行開始指示判別手段で前記走行開始指示を受けたと判別したときに、自車を手動
運転モードから自動運転モードに切り替えて走行を開始する走行開始手段と、
　を備えることを特徴とする自動車を提供する。
【０００９】
　上述の構成の発明においては、手動運転モードの自車から運転者が降車した後に同乗者
が走行開始指示をすると、自車は、手動運転モードから自動運転モードに切り替えて走行
を行う。したがって、同乗者は、運転者が降車後も、別の地点に移動することが可能とな
る。
【発明の効果】
【００１０】
　この発明による自動車によれば、手動運転モードの自車から運転者が降車した後に同乗
者が走行開始指示をすると、自車は、手動運転モードから自動運転モードに切り替えて走
行を行うので、同乗者は、運転者が降車後も、別の地点に移動することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】この発明による自動車の実施形態が備える電子制御回路部の構成例を示すブロッ
ク図である。
【図２】この発明による自動車の実施形態が備える電子制御回路部の要部の構成例を説明
するための機能ブロック図である。
【図３】この発明による自動車の実施形態が備える電子制御回路部に含まれる記憶部に記
憶されている切替条件の例を説明するための図である。
【図４】この発明による自動車の実施形態が備える電子制御回路部に含まれる記憶部に記
憶されている切替条件の例を説明するための図である。
【図５】この発明による自動車の実施形態が備える電子制御回路部に含まれる記憶部に記
憶されている切替条件の例を説明するための図である。
【図６】この発明による自動車の実施形態が備える電子制御回路部に含まれる記憶部に記
憶されている切替条件の例を説明するための図である。
【図７】この発明による自動車の実施形態が備える電子制御回路部に含まれる記憶部に記
憶されている切替条件の例を説明するための図である。
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【図８】この発明による自動車の実施形態が備える電子制御回路部に含まれる記憶部に記
憶されている切替条件の例を説明するための図である。
【図９】この発明による自動車の実施形態が備える電子制御回路部の処理動作の例を説明
するためのフローチャートを示す図である。
【図１０】この発明による自動車の実施形態が備える電子制御回路部の処理動作の例を説
明するためのフローチャートの一部を示す図である。
【図１１】この発明による自動車の実施形態が備える電子制御回路部の処理動作の例を説
明するためのフローチャートの一部を示す図である。
【図１２】この発明による自動車の実施形態が備える電子制御回路部の処理動作の例を説
明するためのフローチャートの一部を示す図である。
【図１３】この発明による自動車の実施形態が備える電子制御回路部の処理動作の例を説
明するためのフローチャートの一部を示す図である。
【図１４】この発明による自動車の実施形態が備える電子制御回路部の処理動作の例を説
明するためのフローチャートの一部を示す図である。
【図１５】この発明による自動車の実施形態が備える電子制御回路部の処理動作の例を説
明するためのフローチャートの一部を示す図である。
【図１６】この発明による自動車の実施形態が備える電子制御回路部の処理動作の例を説
明するためのフローチャートの一部を示す図である。
【図１７】この発明による自動車の実施形態が備える電子制御回路部の処理動作の例を説
明するためのフローチャートの一部を示す図である。
【図１８】この発明による自動車の実施形態が備える電子制御回路部の処理動作の例を説
明するためのフローチャートの一部を示す図である。
【図１９】この発明による自動車の他の実施形態が備える電子制御回路部の処理動作の例
を説明するためのフローチャートの一部を示す図である。
【図２０】この発明による自動車の他の実施形態が備える電子制御回路部の処理動作の例
を説明するためのフローチャートの一部を示す図である。
【図２１】この発明による自動車の他の実施形態が備える電子制御回路部の処理動作の例
を説明するためのフローチャートの一部を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　図１は、この発明の実施形態の自動車１の電子制御回路部１０のハードウエア構成例を
示すブロック図である。なお、この実施形態の自動車１は、電気自動車の場合の例である
。ただし、バッテリーは、図１では図示を省略した。
【００１３】
　また、この実施形態の自動車１は、自動運転モードと、手動運転モードとを備えている
。手動運転モードは、通常の自動車と同様に、運転者のアクセルペダル操作やブレーキペ
ダル操作、シフトレバー操作及びステアリング操作（ハンドル操作）に応じた走行ができ
るモードである。また、自動運転モードは、運転者がアクセルペダル操作やブレーキペダ
ル操作、シフトレバー操作及びステアリング操作をしなくても、自動車１自身が自律的（
自動的）に障害物を回避しながら進路変更をしたりする自律走行をするモードである。
【００１４】
　通常時は、自動車１の運転者は、例えば後述するタッチパネル１１２を通じた所定の操
作により、手動運転モードで走行中の自動車１を自動運転モードに切り替えることができ
ると共に、自動運転モードで走行中に、運転者がアクセルペダル操作やブレーキペダル操
作、シフトレバー操作又はステアリング操作をすると、自動的に手動運転モードに戻るよ
うに構成されている。ただし、この実施形態の自動車１は、後述するように、強制的に手
動運転モードから自動運転モードに切り替えられたときには、後述する所定の解除条件を
満たした後でないと、上記の手動運転モードに戻る操作をしても、その操作は無効とされ
て、自動運転モードでの走行を維持するように制御される。
【００１５】
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　利用者がタッチパネル１１２等を通じて選択設定する通常自動運転モードと区別するた
めに、この強制的に切り替えられた後の、手動運転モードに戻る操作をしてもその操作が
無効とされる自動運転モードを、この明細書では、特に、強制自動運転モードと称し、ま
た、強制自動運転モードではない自動運転モードを通常自動運転モードと称することとす
る。
【００１６】
　図１に示すように、電子制御回路部１０は、コンピュータを搭載して構成されている制
御部１０１に対して、システムバス１００を通じて、モータ駆動制御部１０２、ステアリ
ング駆動制御部１０３、手動／自動運転モード切替制御部１０４、手動運転操作検知部１
０５、レーダー群１０６、カメラ群１０７、センサ群１０８、周囲移動体把握部１０９、
現在位置検出部１１０、表示部１１１、タッチパネル１１２、カーナビゲーション（以下
、カーナビと略称する）機能部１１３、画像認識部１１４、自動運転切替条件判別部１１
５、音声認識部１１６、車内状況判定部１１７、自車動き解析検知部１１８、携帯電話機
能部１１９、時計部１２０、合成音声発生部１２１、音声入出力部１２２、のそれぞれが
接続されている。
【００１７】
　モータ駆動制御部１０２には、モータ駆動部１３１が接続されている。ステアリング駆
動制御部１０３には、ステアリング駆動部１３２が接続されている。また、カーナビ機能
部１１３には、カーナビ用データベース１３３が接続されている。また、画像認識部１１
４には、画像認識をするための比較画像の画像情報を記憶する画像情報記憶部１３４が接
続されている。また、自動運転切替条件判別部１１５には、自動運転切替条件記憶部１３
５が接続されている。さらに、音声認識部１１６には、音声認識をするための比較音声の
音声情報を記憶する音声情報記憶部１３６が接続されている。そして、音声入出力部１２
２には、マイクロホン１３７とスピーカ１３８が接続されている。
【００１８】
　モータ駆動制御部１０２は、制御部１０１の制御の下に、この実施形態の電気自動車で
構成される自動車１のモータ駆動部１３１への駆動信号の供給を制御して、自動車１の走
行開始、走行速度制御（ブレーキ制御及びアクセル制御を含む）、走行停止などを制御す
るようにする。
【００１９】
　ステアリング駆動制御部１０３は、制御部１０１の制御の下に、この実施形態の自動車
１のステアリング駆動部１３２への駆動制御信号の供給を制御して、自動車１の進路変更
の制御をするようにする。
【００２０】
　手動／自動運転モード切替制御部１０４は、タッチパネル１１２を通じた選択操作入力
に応じて、自動車１の運転モードを、手動運転モードと、自動運転モードとのいずれかに
切り替える制御を行うと共に、後述するように、自動運転切替条件判別部１１５の判別結
果に応じて、自動車１の運転モードを、手動運転モードと、自動運転モードと、強制自動
運転モードとのいずれかに切り替える制御を行う。
【００２１】
　手動運転操作検知部１０５は、運転者によるアクセルペダル操作やブレーキペダル操作
、シフトレバー操作さらにはステアリング操作の操作情報を受けて、その手動運転操作情
報を手動／自動運転モード切替制御部１０４に供給する。
【００２２】
　手動／自動運転モード切替制御部１０４は、自動車１が手動運転モードのときには、こ
の手動運転操作検知部１０５からの手動運転操作情報を、モータ駆動制御部１０２、ステ
アリング駆動制御部１０３に供給して、モータ駆動部１３１、ステアリング駆動部１３２
を、運転者のペダル操作やシフトレバー操作、ステアリング操作（ハンドル操作）に応じ
て制御する。
【００２３】
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　また、手動／自動運転モード切替制御部１０４は、自動車１が自動運転モード（強制自
動運転モードを含む）のときには、後述するようにして、レーダー群１０６、カメラ群１
０７、センサ群１０８、周囲移動体把握部１０９の出力に基づいて制御部１０１で生成さ
れる自動運転操作情報を、モータ駆動制御部１０２、ステアリング駆動制御部１０３に供
給して、モータ駆動部１３１、ステアリング駆動部１３２を、自動運転操作情報により駆
動制御する。
【００２４】
　そして、この実施形態では、前述もしたように、手動／自動運転モード切替制御部１０
４は、自動運転切替条件判別部１１５での切替条件の合致判別結果を受けて、運転者や乗
車者の意思に反して、すなわち、運転者や乗車者による運転モードの選択設定に反して、
手動運転モードから、強制的に自動運転モードに自動的に切り替える制御も行う。
【００２５】
　強制自動運転モードではない通常自動運転モードにおいては、手動／自動運転モード切
替制御部１０４は、自動運転モードでの走行中に、運転者がアクセルペダル操作やブレー
キペダル操作、シフトレバー操作又はステアリング操作（ハンドル操作）をすると、その
手動運転操作の検知情報に基づいて、自動車１の運転モードを自動的に手動運転モードに
戻すようにモード切替制御を行う。
【００２６】
　しかし、自動車１の運転モードが強制自動運転モードであるときには、後述する解除条
件を満足した場合を除き、原則的に、運転者がアクセルペダル操作やブレーキペダル操作
、シフトレバー操作又はステアリング操作をしても、手動／自動運転モード切替制御部１
０４は、その手動運転操作情報を無効として、強制自動運転モードを維持するようにする
。
【００２７】
　レーダー群１０６は、自動車１の車両の周囲に存在する人や物との距離を測るためのも
ので、レーザー・レーダー（正式にはＬＩＤＡＲ（Light Detection and Ranging又はLas
er Imaging Detection and Ranging；ライダー））やミリ波レーダーなどからなる。レー
ザー・レーダーは、例えば天井やバンパー付近に埋め込まれ、ミリ波レーダーは、例えば
車両の前部及び後部に設けられている。レーザー・レーダーとミリ波レーダーの両方を備
えてもよいし、一方のみであってもよい。また、サブミリ波レーダーやマイクロ波レーダ
ーなど、その他のレーダーを用いてもよい。さらに、レーダーと同様の目的で音波や超音
波によるソナー（図示せず）を用いることができる。
【００２８】
　カメラ群１０７は、自動車１の車内を撮影する１～複数個のカメラと、自動車１の前方
、側方、後方など、車外の周囲を撮影する１～複数個のカメラとを含む。車内を撮影する
カメラは、例えば運転席と助手席の間に設置されたバックミラー（後写鏡、ルームミラー
）やフロントウインドウの上部などに取り付けられ、運転席に座った人物（運転者）の所
作を撮影するカメラの他、助手席や、後部座席に座った乗車者の所作を撮影するためのカ
メラを含む。また、自動車１の周囲を撮影するカメラは、例えばバックミラーの左側方及
び右側方に取り付けられ、自動車１の左前方及び右前方を主として撮影する２台のカメラ
（ステレオカメラ）や、自動車１の例えばドアミラー又はフェンダーミラーに取り付けら
れて左右の側方を撮影するカメラ、自動車１の後方を撮影するカメラ、さらにルーフに取
り付けられ広角で周囲を撮影する全方位カメラ（３６０度カメラ）や魚眼カメラ、などを
含む。
【００２９】
　センサ群１０８は、自動車１のドアの開閉や窓の開閉を検知する開閉検知センサ、シー
トベルト着用を検出するためのセンサ、運転席や助手席などの座席に乗車者が着座したこ
とを検知する着座センサ（例えば重量センサ）、運転席のハンドルを人がタッチしたこと
を検知するタッチセンサ（例えば静電容量センサ）などの他、車外の近傍の人物を検知す
る人感センサ（例えば赤外線センサ）や自動運転のための補助となる情報を取得するため
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の各種センサを含む。自動運転のための補助となる情報を取得するための各種センサとし
ては、例えば車両やタイヤの振動を検出するための振動センサ、タイヤの回転数を検出す
る回転数センサ、方位を検出するための地磁気センサ、加速度を検出するための加速度セ
ンサ、角度や角速度を検出するためのジャイロセンサ（ジャイロスコープ）、などが含ま
れる。また、この実施形態では、センサ群１０８には、右ウインカーや左ウインカー（方
向指示器）やハザードランプ（非常点滅灯）の点滅、バックライトやブレーキライト等の
点灯を検知するセンサも含まれている。さらに、この実施形態では、センサ群１０８は自
車の走行速度を検出するセンサも備えている。
【００３０】
　また、この実施形態では、自動車１の車内状況を判定する際の一助となる、温度センサ
、湿度センサ、熱センサ、煙センサ、呼気センサ、一酸化炭素センサ、硫化水素センサな
ども、センサ群１０８には含まれる。なお、熱センサや煙センサは、車内での火災の発生
を検知するためのものであり、呼気センサは、運転者の飲酒を検出するためのものであり
、一酸化炭素センサ、硫化水素センサは、人体に毒性のあるガスが車内で発生したことを
検知するためのものである。
【００３１】
　周囲移動体把握部１０９は、レーダー群１０６やセンサ群１０８、また、カメラ群１０
７の撮像画像を用いて、自車の周囲の移動体（人物を含む）を把握するようにする。周囲
移動体把握部１０９は、例えばベイズ理論に基づいた処理を行うことで、周囲の障害物や
移動体を把握するようにする。
【００３２】
　現在位置検出部１１０は、ＧＰＳ衛星からの電波を受信して、自車の現在位置を検出す
る。現在位置検出部１１０は、ＧＰＳ衛星からの電波により検出された位置の精度は悪い
ので、ＧＰＳ衛星からの電波の受信で検出された現在位置の情報のみではなく、センサ群
１０８に含まれる１～複数個のセンサからのセンサ出力情報及びレーダー群１０６の出力
情報、カメラ群１０７に含まれる１～複数個のカメラからの撮像画像（ナビ機能を併用）
などをも用いると共に、例えばベイズ理論に基づいた処理を行うことで、より精度の高い
現在位置を検出確認するようにしている。
【００３３】
　自動車１は、自動運転モードにおいては、現在位置検出部１１０や周囲移動体把握部１
０９において、レーダー群１０６、カメラ群１０７、センサ群１０８、ＧＰＳ衛星からの
電波の受信で取得した位置情報などの各種情報、つまり、人間の目や耳から得る情報に対
応する情報をベイズ理論やディープラーニング（深層学習）などの機械学習により処理し
、これに基づき、制御部１０１は、自車の進路変更や障害物の回避など知的な情報処理（
人工知能）及び制御（人工知能）を行って、自動運転操作情報を生成する。
【００３４】
　表示部１１１は、例えばＬＣＤ（Liquid　Crystal  Display；液晶ディスプレイ）から
なる。タッチパネル１１２は、ＬＣＤからなる表示部１１１の表示画面の上に、指やタッ
チペン等によるタッチ入力が可能なタッチセンサが重畳されて配設されたものである。表
示部１１１の表示画面には、制御部１０１の制御に基づき、ソフトウエアボタン（キーボ
ードの文字入力用ボタンを含む）を含む表示画像が表示される。そして、タッチパネル１
１２は、表示画面に表示されているソフトウエアボタン上の指やタッチペン等によるタッ
チを検出すると、そのタッチを制御部１０１に伝達する。これを受けた制御部１０１は、
ソフトウエアボタンに対応する制御処理を実行するように構成されている。
【００３５】
　カーナビ機能部１１３は、この実施形態では、図２に示すように、手動運転モード用の
ナビゲーション手段を構成する手動運転用ナビ機能部２００と、自動運転モード用のナビ
ゲーション手段を構成する自動運転用ナビ機能部３００とを備える。手動運転用ナビ機能
部２００は、運転者に対して目的地までの経路案内を行うように支援する。また、自動運
転用ナビ機能部３００は、自動車１自身による目的地までの自律走行を支援する。
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【００３６】
　なお、この実施形態では、制御部１０１は、後述するように、自車が起動されたときに
、運転者又は乗車者に、目的地の設定入力を促すようにし、目的地の設定入力があればそ
れを記憶しておく。自動運転モードに切り替えられて自律走行に移行したときに目的地の
設定をしなくてもよいようにするためである。さらに、必要に応じて経由地の設定入力を
促すようにし、経由地の設定入力があればそれを記憶しておくようにしてもよい。この場
合、自動運転モードに切り替えられて自律走行に移行したときに目的地のみならず経由地
の設定をしなくてもよいようにできる。経由地が設定されている場合、手動運転用ナビ機
能部２００は、運転者に対して、当該経由地を経由した経路で目的地までの経路案内を行
うように支援し、自動運転用ナビ機能部３００は、自動車１自身によって、当該経由地を
経由した経路で目的地までの自律走行を支援する。
【００３７】
　図２に示すように、手動運転用ナビ機能部２００は、設定受付部２０１と、経路探索部
２０２と、経路案内部２０３とを備える。経路案内部２０３は、地図表示部２０３１と音
声ガイダンス部２０３２とを備える。また、自動運転用ナビ機能部３００は、設定受付部
３０１と、経路探索部３０２と、自動運転用制御情報発生部３０３と、地図表示部３０４
と、音声ガイダンス部３０５と、周辺情報提供部３０６とを備える。
【００３８】
　そして、カーナビ機能部１１３に接続されているカーナビ用データベース１３３として
は、図２に示すように、この例では日本国の国内の地図データが格納されている地図デー
タベース１３３１と、地図データに対応する経路探索用データを格納するものであって、
手動運転用ナビ機能部用の経路探索用データベース１３３２と、自動運転用ナビ機能部用
の経路探索用データベース１３３３とが格納されている。
【００３９】
　この実施形態において、経路探索用データベースを、手動運転用ナビ機能部用の経路探
索用データベース１３３２と、自動運転用ナビ機能部用の経路探索用データベース１３３
３とに分けたのは、運転者は、自分の判断で、手動運転をすることができるので、支援は
、最小限で良いのに対して、自動車１による自律運転では、より精細な支援をする必要が
あるからである。
【００４０】
　手動運転用ナビ機能部２００は、この実施形態では、運転者又は乗車者によるタッチパ
ネル１１２通じた起動指示操作や音声認識部１１６で認識された音声による起動指示に基
づいて起動する。後述するように、自動運転モードから手動運転モードに切り替えられた
ときには、自動車１からの問い合わせに応じて、タッチパネル１１２を通じた起動指示操
作や音声認識部１１６で認識された音声による起動指示に基づいて起動する。
【００４１】
　そして、手動運転用ナビ機能部２００の設定受付部２０１は、出発地、目的地、経由地
（目的地への経由地。設定は任意。）などの設定入力の他、高速道路を優先するか、一般
道を優先するか、距離を優先（最短経路を優先）するか、時間を優先（到着時間が短い方
を優先）するか、費用を優先（費用（コスト）がかからない方を優先）するかなどの優先
設定入力を受け付けて記憶する。なお、自車が起動されたときに目的地が設定されている
場合には、記憶されている当該設定されている目的地がデフォルトの目的地とされる。こ
のデフォルトの目的地は変更したり消去したりすることができることは言うまでもない。
もちろん、自車が起動されたときに目的地に加えて経由地が設定されている場合には、記
憶されている当該設定されている経由地がデフォルトの経由地とされる。このデフォルト
の経由地も変更したり消去したりすることができる。
【００４２】
　経路探索部２０２は、設定受付部２０１に記憶されている設定入力に基づいて、手動運
転用ナビ機能部用の経路探索用データベース１３３２を用いて経路探索し、その経路探索
結果を、経路案内部２０３に提供する。
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【００４３】
　経路案内部２０３では、経路探索部２０２から受け取った経路探索結果と、地図データ
ベース１３３１の地図データと、現在位置検出部１１０で検出された現在位置データとに
基づいて、地図表示部２０３１が、表示部１１１の表示画面に、自車の現在地表示及び移
動予定経路表示を含む地図画像を表示すると共に、音声ガイダンス部２０３２が、運転者
の運転操作を支援する経路案内音声をスピーカ１３８を通じて放音するようにする。
【００４４】
　すなわち、地図表示部２０３１は、表示部１１１の表示画面上において、目的地までの
経路（ルート）を明示的に表示する地図上に、現在位置検出部１１０で検出確認されてい
る自車位置を重畳表示した画像を表示すると共に、自車の移動に伴い、地図上の自車位置
（現在位置）を移動させるようにする。
【００４５】
　また、音声ガイダンス部２０３２は、目的地までの経路（ルート）上の交差点や分岐点
など、経路案内が必要な箇所で合成音声による音声案内をするようにする。この場合、例
えば、自車の現在位置が、右折すべき分岐点に近づいたとき、当該分岐点の手前の位置の
、例えば３００メートル手前、１００メートル手前、５０メートル手前などの位置になっ
たときに、運転者が、分岐点ですべき運転操作を容易に認識することができるようにする
案内音声を放音するようにする。例えば、音声ガイダンス部２０３２は、「３００メート
ル先を右折です。」、「１００メートル先を右折です。」、「ここで右折です。」などの
案内音声を、自車の走行に従って放音する。運転者は、この音声案内により、右折すべき
交差点や分岐点位置を確実に認識して、右折の運転操作をすることができる。
【００４６】
　自動運転用ナビ機能部３００は、この実施形態では、手動運転モードから自動運転モー
ドに切り替えられたときには、制御部１０１の制御により自動的に起動される。したがっ
て、自動運転用ナビ機能部３００は、常に、起動された現在位置を出発地として認識する
。このため、自動運転用ナビ機能部３００においては、出発地の設定入力は不要となる。
【００４７】
　自動運転用ナビ機能部３００の設定受付部３０１は、この実施形態では、目的地の設定
が既になされているか否か判別し、目的地の設定がなされていなければ、目的地の設定入
力を運転者や乗車者に促し、設定入力された目的地を記憶する。もちろん、目的地の設定
入力は選択入力できるようにし、運転者や乗車者にその選択を促し、選択入力された目的
地を記憶するようにしてもよい。また、さらに経由地の設定入力又は選択入力（複数候補
から選択入力。経由地無しも含む。）を運転者や乗車者に促し、設定入力又は選択入力さ
れた経由地を記憶する。なお、自車が起動されたときに目的地や経由地が設定されている
場合には、記憶されている当該目的地や経由地をそのまま採用してもよいが、この実施形
態では、利用者の便宜を考慮して、目的地や経由地を変更するかどうか問い合わせて、目
的地や経由地の変更が無ければ、その記憶されている目的地や経由地を採用することとし
ている。
【００４８】
　また、設定受付部３０１は、目的地、経由地（目的地への経由地。設定は任意。）など
の設定入力の他、高速道路を優先するか、一般道を優先するか、距離を優先（最短経路を
優先）するか、時間を優先（到着時間が短い方を優先）するか、費用を優先（費用（コス
ト）がかからない方を優先）するかなどの優先設定入力を受け付けて記憶する。
【００４９】
　ところで、運転者や乗車者は、自動運転モードにおける自動運転用ナビ機能部３００の
実行には、自動車１の自動運転による自律運転に全く任せて、寝てしまったり、自由に振
る舞いたい場合には、経路案内や地図表示は、不要となる。また、運転者や乗車者によっ
ては、自動運転モードにおける自動運転用ナビ機能部３００の実行に、自車の現在位置を
地図上で知りたい、どのような走行をするかを知りたい場合がある。また、運転者や乗車
者は、経路案内の音声は不要であるが、特定の地点になったら、その地点の観光情報や飲
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食店情報等の周辺情報が知りたい場合もある。
【００５０】
　さらに、自動運転モードから手動運転モードへの切り替えについて、手動運転操作検知
部１０５で手動運転操作を検知したら、即座に手動運転モードに切り替えるのか、それと
も、例えば、手動運転操作検知部１０５で手動運転操作が検知されても、タッチパネル１
１２を通じた明示的な切替指示操作を検知したことや、音声認識部１１６で音声による明
示的な切替指示を受けたことを検知した場合にのみ手動運転モードに切り替えるのか、等
のように、自動運転モードから手動運転モードへの切り替えのレベルをも、設定したい場
合がある。
【００５１】
　以上のことを考慮して、自動運転用ナビ機能部３００の設定受付部３０１は、手動運転
モードから自動運転モードへの切り替えに伴って、自動運転用ナビ機能部３００が起動さ
れたときに、上記のナビ実行中の地図表示を要求するか否か、後述する合成音声による経
路案内や周辺情報の提供サービスを要求するか否か、周辺情報の提供を要求する地点を登
録するか否か、手動運転モードへの切り替えのレベルを上記の内のどのレベルにするか、
等の設定入力をも受け付けるようにする。なお、自動運転用ナビ機能部３００の設定受付
部３０１は、手動運転用ナビ機能部２００の設定受付部２０１と同様に、目的地、経由地
、高速道路優先、距離優先、時間優先、費用優先などの設定入力を受け付けて記憶するよ
うにしてもよい。
【００５２】
　経路探索部３０２は、設定受付部３０１に記憶されている設定入力に基づいて、自動運
転用ナビ機能部用の経路探索用データベース１３３３を用いて経路探索し、その経路探索
結果を、自動運転用制御情報発生部３０３に提供する。
【００５３】
　自動運転用制御情報発生部３０３は、経路探索部３０２から受け取った経路探索結果と
、地図データベース１３３１の地図データと、現在位置検出部１１０で検出された現在位
置データとに基づいて、自車の自律運転を支援する運転制御指示情報を発生する。制御部
１０１は、この運転制御指示情報に基づいて、モータ駆動制御部１０２やステアリング駆
動制御部１０３を制御して自律運転を実行するようにする。
【００５４】
　この場合に、自動運転用制御情報発生部３０３は、自車の現在位置が目的地までのルー
ト上から離れているときには、その離間方向及び距離の情報を制御部１０１に通知すると
共に、自車の現在位置が目的地までのルート上に在るときには、自車の移動に伴い、ルー
ト上の交差点や分岐点などの手前で、ルートに沿った進路方向の変更指示情報を制御部１
０１に通知するようにする。制御部１０１は、この自動運転用制御情報発生部３０３から
の通知された運転制御指示情報と、現在位置検出部１１０の現在位置確認結果及び周囲移
動体把握部１０９の把握結果とに基づいて、自車がルート上を指示された通りの進路をと
って移動するように、モータ駆動制御部１０２を通じてモータ駆動部１３１を制御すると
共に、ステアリング駆動制御部１０３を通じてステアリング駆動部１３２を制御するため
の自動運転操作情報を生成する。したがって、自動運転モードにおけるカーナビ機能部１
１３の自動運転用ナビ機能部３００及び制御部１０１による目的地までの経路案内により
、乗車者が無人の状態においても、自動車１は、目的地まで移動することができる。
【００５５】
　地図表示部３０４は、自動運転用ナビ機能の実行中における地図表示処理を行う処理機
能部である。この地図表示部３０４は、自動運転用ナビ機能では運転者に対する支援をす
る必要はないので、この実施形態では、交差点や分岐点の近傍で、表示部１１１の表示画
面を分割して当該交差点や分岐点の近傍を拡大表示して案内するような表示は省略する。
なお、地図表示部３０４は、手動運転用ナビ機能部２００の経路案内部２０３の地図表示
部２０３１と同様の地図表示処理をするようにしてもよく、その場合には、手動運転用ナ
ビ機能部２００の経路案内部２０３の地図表示部２０３１を、自動運転用ナビ機能部３０
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０の地図表示部３０４として用いることもできる。
【００５６】
　この地図表示部３０４は、設定受付部３０１で、自動運転用ナビ実行中の地図表示を要
求すると設定されたときに起動されて動作状態となり、上記の自動運転用ナビ機能部３０
０でのナビ実行中の地図表示を実行し、地図表示が要求されなかったときには、非動作状
態となる。図２のスイッチ３０７は、地図表示部３０４が利用者の設定により動作、非動
作が切り替えられることを明示的に示すためのもので、実際的に設けられている訳ではな
い。
【００５７】
　音声ガイダンス部３０５は、自動運転用ナビ実行中での合成音声による音声案内処理を
行う処理機能部である。自動運転用ナビ機能では運転者に対する支援をする必要はないの
で、「３００メートル先を右折です。」や「まもなく分岐点です。」等の交差点や分岐点
に近づくに応じた懇切丁寧な音声案内は不要であり、この実施形態では、音声ガイダンス
部３０５は、自車が交差点や分岐点でどのような行動をとるかを運転者や乗車者に報知す
る音声案内処理を行う。なお、音声ガイダンス部３０５は、手動運転用ナビ機能部２００
の音声ガイダンス部２０３２と同様の音声案内をするようにしても勿論よい。その場合に
は、手動運転用ナビ機能部２００の経路案内部２０３の音声ガイダンス部２０３２を、自
動運転用ナビ機能部３００の音声ガイダンス部３０５として用いることもできる。
【００５８】
　この音声ガイダンス部３０５も、設定受付部３０１で、自動運転用ナビ実行中の音声案
内を要求すると設定されたときに起動されて動作状態となり、上記の自動運転用ナビ機能
部３００でのナビ実行中の音声案内を実行し、音声案内が要求されなかったときには、非
動作状態となる。図２のスイッチ３０８は、音声ガイダンス部３０５が利用者の設定によ
り動作、非動作が切り替えられることを明示的に示すためのもので、実際的に設けられて
いる訳ではない。
【００５９】
　周辺情報提供部３０６は、設定受付部３０１で、周辺情報の提供を要求する地点の登録
を受け付けた場合に、動作状態となる。図２のスイッチ３０９は、周辺情報提供部３０６
が利用者の設定により動作、非動作が切り替えられることを明示的に示すためのもので、
実際的に設けられている訳ではない。
【００６０】
　周辺情報提供部３０６は、現在位置検出部１１０により検出される自車の現在位置を監
視して、自車の現在位置が、登録された地点あるいはその近傍になったときに、カーナビ
用データベース１３３の地図データベースに記憶されている前記登録された地点に関する
情報、例えば観光情報や、周辺の景色の案内情報や、周辺のレストランなどの飲食店情報
などを読み出して、表示部１１１の表示画面に表示したり、音声入出力部１２２を通じ、
スピーカ１３８を通じて合成音声により報知したりする。この場合に、周辺情報として同
様な情報を要求するかを、設定受付部３０１で使用者が予め登録設定しておくことができ
るようにされている場合には、その登録設定された周辺情報のみが提供される。
【００６１】
　なお、手動運転用ナビ機能部２００及び自動運転用ナビ機能部３００のナビ機能の実行
中においては、表示部１１１の表示画面には、周辺検索用のアイコンボタンが表示されて
おり、運転者又は乗車者が、この周辺検索用のアイコンボタンを押下操作すると、タッチ
パネル１１２でそれが検出され、その検出結果に応じて、その時に実行されている手動運
転用ナビ機能部２００又は自動運転用ナビ機能部３００は、当該周辺検索用のアイコンボ
タンが押下操作された現在位置を中心とした周辺検索機能を実行し、その検索結果を運転
者又は乗車者に提供する機能が実行できるように構成されている。
【００６２】
　なお、後述するように、手動運転モードから自動運転モード（あるいは強制自動運転モ
ード）に切り替えられたときの行先として、目的地の名称や位置情報ではなく、目的地の
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属性、例えば「病院」、「ガソリンスタンド」、「コンビニエンスストア（以下、コンビ
ニと略称する）」が登録されている場合には、カーナビ機能部１１３の自動運転用ナビ機
能部３００は、現在位置検出部１１０で検出された現在位置を中心として、目的地の属性
についての周辺検索を行って、その周辺検索の結果の施設や場所を行先とするようにする
。
【００６３】
　また、この実施形態では、カーナビ機能部１１３は、現在位置検出部１１０で検出され
た現在位置情報の緯度・経度の情報から、カーナビ用データベース１３３の地図情報を参
照することで、現在位置の場所名や施設名、住所を検出する機能を備える。そして、後述
するように、カーナビ機能部１１３の手動運転用ナビ機能部２００の音声ガイダンス部２
０３２及び自動運転用ナビ機能部３００の音声ガイダンス部３０５は、検出した現在位置
の場所名や施設名、住所の名称を、制御部１０１の制御に基づいて、合成音声発生部１２
１に転送する機能も備える。
【００６４】
　画像認識部１１４は、カメラ群１０７の内の車内を撮影するカメラや車外を撮影するカ
メラからの撮像画像と、画像情報記憶部１３４に記憶されている画像情報とのマッチング
処理を行うことで、運転者や乗車者の身体的な異変、また、居眠り、飲食や喫煙、よそ見
、わき見などの運転者の所作、運転者の履物など、車内状況の判定のための画像認識結果
を得る。画像認識部１１４は、得た認識結果を車内状況判定部１１７に転送する。
【００６５】
　また、画像認識部１１４は、カメラ群１０７の内の車外を撮影するカメラからの撮像画
像から、横断歩道に立っている人物などを認識したり、踏切の遮断機などを認識すること
で、踏切を認識したりする機能なども備えていると共に、画像認識部１１４は、カメラ群
１０７の内の車外を撮影するカメラからの撮像画像から、道路標識や道路標示を認識する
機能も備える。
【００６６】
　また、画像認識部１１４に接続されている画像情報記憶部１３４には、画像認識用の比
較画像の画像情報が記憶されている。画像情報記憶部１３４に記憶されている比較画像と
しては、車内を撮影するカメラからの撮影画像との比較用として、座席に座っている人の
人事不省、前後不覚、失神の状態の画像、癲癇の発作の状態の画像、居眠り（瞼が一定時
間以上閉じたままの状態や、頭のコックリコックリなど）の画像、よそ見やわき見をして
いる人の画像、飲食をしている人の画像、の他、飲食対象物（おにぎり、サンドイッチ、
お弁当、お菓子、アイスクリーム、水、お茶、コーヒーなど）（飲食の検出の補助となる
）の画像、たばこ（喫煙の検出の補助となる）の画像、履物（下駄、スリッパ、ハイヒー
ルなど運転を誤るおそれのある履物）や裸足（履物を履いておらず、運転を誤るおそれの
ある状態）の画像、などを含む。
【００６７】
　また、画像情報記憶部１３４に記憶されている比較画像としては、車外を撮影するカメ
ラからの撮影画像との比較用として、よそ見やわき見の原因となる風景の画像（例えば紅
葉の絶景の画像、名所・旧跡の画像、お祭りの神輿の画像、花火の画像、新装開店セール
などの画像）や有名人の画像（例えば著名な芸能人やスポーツ選手などの画像）、などを
含む。
【００６８】
　さらに、画像情報記憶部１３４には、比較画像として、道路標識及び道路標示のイメー
ジデータが予め登録されて格納されている。画像認識部１１４は、カメラ群１０７の内の
、自動車１の車外の前方、側方、後方などを撮影する１～複数個のカメラからの撮影画像
と、道路標識及び道路標示のイメージデータとのマッチング処理を行うことにより、前記
１～複数個のカメラの撮影画像から道路標識や道路標示を抽出するようにする。
【００６９】
　そして、画像認識部１１４は、車外を撮影するカメラからの撮像画像に基づく認識結果
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を自車動き解析検知部１１８にも転送するようにする。
【００７０】
　自車動き解析検知部１１８は、カメラ群１０７のカメラの撮像画像から、自車（自動車
１）の発進、停止、直進走行、徐行、右回転、左回転、後退などの動きを検出すると共に
、道路の左側に寄せる、走行車線の中央線を跨ぐ、などの動きを検出する。
【００７１】
　自動運転切替条件判別部１１５は、後で記憶内容を詳述する自動運転切替条件記憶部１
３５に記憶されている手動運転モードから自動運転モード（通常自動運転モードと強制自
動運転モードを含む）に切り替える切替条件のいずれかに、自車の車内状況や運転者によ
る手動運転モード時の振る舞い等が合致するか否かを判別し、合致すると判別したときに
、手動運転モードから通常自動運転モードあるいは強制自動運転モードへの切り替え指示
を、手動／自動運転モード切替制御部１０４に送るようにする。
【００７２】
　音声認識部１１６は、マイクロホン１３７からの音声情報と、音声情報記憶部１３６に
記憶されている音声情報とのマッチング処理を行うことで、運転者や乗車者の身体的な異
変、また、運転者や乗車者の便意や尿意、などの車内状況の判定のための音声認識結果を
得る。音声認識部１１６は、得た認識結果を車内状況判定部１１７に転送する。
【００７３】
　音声認識部１１６に接続される音声情報記憶部１３６には、運転者や乗車者が身体的な
異変が生じた時に発する唸り声、喘息音、悲鳴、あるいは「苦しい」、「助けて」、「気
持ちが悪い」、「何とかして」、「むかむかする」、「吐きそう」、「うっ」、「げぇー
」などの音声情報、また、運転者や乗車者が便意や尿意を催したときに発する「トイレ」
、「化粧室」、「お手洗い」、「限界」、「もれそう」等の逼迫した声（言葉）の音声情
報などが、音声認識部１１６での音声認識のための比較用として記憶されている。さらに
、音声情報記憶部１３６には、子供の泣き声や、子供のシートからの落下音、ペットの吠
え声なども、予め登録されて記憶されている。
【００７４】
　車内状況判定部１１７は、画像認識部１１４からの画像認識結果と、音声認識部１１６
からの音声認識結果と、センサ群１０８の内の車内状況の判定に寄与する１～複数のセン
サからのセンサ出力とから、手動運転モードから自動運転モードに切り替える切替条件と
なる車内状況を判定する。そして、車内状況判定部１１７は、その車内状況の判定結果を
自動運転切替条件判別部１１５に転送する。
【００７５】
　携帯電話機能部１１９は、この例においては、自動車１に予め内蔵されているものであ
り、加入者登録されて、所定の加入者番号が割り当てられている。自動車１の運転者や乗
車者は、いわゆるハンズフリーにより、携帯電話の通話ができる。そして、自動車１の制
御部１０１は、後述するように、自動運転切替条件記憶部１３５に記憶されている切替条
件に関連する設定情報として、１１９番への通報が記憶されているときには、当該携帯電
話機能部１１９を通じて、１１９番通報を行う機能を備えている。その１１９番通報にお
ける通報情報は、合成音声発生部１２１からの合成音声により構成される。また、携帯電
話機能部１１９は、メール機能やインターネット接続機能も備えている。
【００７６】
　時計部１２０は、カレンダー機能を備え、現在日時を提供すると共に、制御部１０１の
制御に基づいて、所定のタイミング時点からの時間計測を行うタイマー機能も備える。
【００７７】
　合成音声発生部１２１は、外部に放音する音声メッセージデータを記憶するメモリを内
蔵すると共に、カーナビ機能部１１３の音声ガイダンス部２０３２や音声ガイダンス部３
０４、また、周辺情報提供部３０６からの経路案内音声データや、現在位置の場所名や施
設名、住所を合成音声に変換する機能を備える。なお、合成音声発生部１２１が記憶する
音声メッセージとしては、後述するように、例えば「通常自動運転モードに切り替えまし
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た。」、「強制自動運転モードに切り替えました。」、「手動運転モードに切り替えまし
た。」などの運転モードの切り替え通知メッセージや、通常手動運転モードから自動運転
モードあるいは強制自動運転モードへの切り替え時に、目的地設定入力を促す通知メッセ
ージなどが用意されている。
【００７８】
　音声入出力部１２２には、前述したように、マイクロホン１３７が接続されていると共
に、スピーカ１３８が接続されている。これらマイクロホン１３７及びスピーカ１３８は
、携帯電話機能部１１９を用いたハンズフリーの通話用の送受器として用いられる。また
、音声入出力部１２２は、携帯電話機能部１１９を用いたハンズフリーの通話用の音声の
送受の機能を備えるのみではなく、車内状況の判定のための車内の音声情報を、マイクロ
ホン１３７で収音して、音声認識部１１６に供給する機能と、前述した運転モードの切り
替え通知メッセージや、目的地設定入力を促す通知メッセージなどをスピーカ１３８から
放音する機能も備える。
【００７９】
　［自動運転切替条件記憶部１３５の記憶内容の例］
　この実施形態では、切替条件は、２種のものが定義されている。すなわち、第１種の切
替条件は、運転者が手動運転モードにおける運転を継続すると、安全性を担保することに
支障が生じるような車内状況として定義されている。すなわち、自動車１の車内状況がこ
の切替条件に合致する車内状況となった時には、危険性があったり、安全性が担保されて
いなかったりするので、手動運転モードから、通常通常自動運転モードあるいは強制自動
運転モードに切り替えて、安全運転を維持するような走行状態となるようにすべき条件と
して、この第１種の切替条件は定められている。
【００８０】
　また、第２種の切替条件は、「追い越し禁止」、「右折（左折）禁止」、「制限速度」
、「信号遵守」、「踏切での一時停止」などの交通法規を遵守しない運転を防止するため
の条件や、「横断歩道での一時停止無視」、「妨害運転」、「危険運転、無謀運転」、「
急アクセル、急ブレーキ、急ハンドル」などの事故を招きやすい状態を回避して、安全運
転を担保するための条件とされている。そして、この第２種の切替条件に対しては、懲罰
的な意味を含めて、手動運転モードから通常自動運転モードへ切り替えるのではなく、強
制自動運転モードに切り替えらえるようにされる。
【００８１】
　自動運転切替条件判別部１１５に接続されている自動運転切替条件記憶部１３５には、
この実施形態では、第１種の切替条件についての第１の自動運転切替条件テーブルＴＢＬ
１と、第２種の切替条件についての第２の自動運転切替条件テーブル（強制自動運転切替
条件テーブル）ＴＢＬ２が記憶されている。
【００８２】
　第１の自動運転切替条件テーブルＴＢＬ１としては、図３～図５に例示するように、自
動車１が手動運転モードである走行中において、自動車１の走行モードを手動運転モード
から通常自動運転モードあるいは強制自動運転モードに切り替えるための切替条件と、切
替条件に合致したときの制御内容と、通常自動運転モードや強制自動運転モードにおける
行先の情報と、通常自動運転モードや強制自動運転モードの解除条件とが対応付けられて
記憶されている。
【００８３】
　切替条件に合致したときの制御内容には、切替条件に合致したときに、通常自動運転モ
ードに切り替えるのか、強制自動運転モードに切り替えるのかの自動運転モードの指定情
報と、合致した切替条件に応じて自動車１が、切替後の自動運転モード（強制自動運転モ
ードを含む）において行うべき制御内容を含む。
【００８４】
　また、解除条件は、強制自動運転モードを解除して、手動運転モードに復帰させてもよ
い条件、又は自動運転モードから手動運転モードへの切り替えのための操作の条件である



(15) JP 2020-42853 A 2020.3.19

10

20

30

40

50

。
【００８５】
　また、第２の自動運転切替条件テーブルＴＢＬ２は、図６及び図７に例示するように、
自動車１が手動運転モードである走行中に、自動車１の走行モードを手動運転モードから
強制自動運転モードに切り替えるための切替条件と、強制自動運転モードでの運転内容と
、強制自動運転モードの解除条件とが対応付けられて記憶されている。
【００８６】
　この自動運転切替条件記憶部１３５に記憶される第１の自動運転切替条件テーブルＴＢ
Ｌ１及び第２の自動運転切替条件テーブルＴＢＬ２は、予め、自動車１の製造会社や販売
会社により書き込まれて記憶される。
【００８７】
　また、第１の自動運転切替条件テーブルＴＢＬ１の切替条件に関する情報は、自動車１
のユーザ、すなわち、運転者や乗車者によるタッチパネル１１２を通じた所定の操作によ
り、事後的に追加して書き込まれることで、自動運転切替条件記憶部１３５に追加記憶す
ることもできるものとされている。そして、自動車１のユーザ、すなわち、運転者は、第
１の自動運転切替条件テーブルＴＢＬ１のいくつかの切替条件については、用いるかどう
かを選択することもできるように構成されている。
【００８８】
　また、第１の自動運転切替条件テーブルＴＢＬ１及び第２の自動運転切替条件テーブル
ＴＢＬ２は、予め各自動車会社が設定して登録するようにしてもよいし、自動車業界が標
準化しても、また、国土交通省が定めてもよい。この場合には、ユーザによる記憶内容の
変更、消去は不可とされる。なお、第１の自動運転切替条件テーブルＴＢＬ１及び第２の
自動運転切替条件テーブルＴＢＬ２は、携帯電話機能部１１９が備えるインターネットへ
の接続機能を用いて、自動車会社や国土交通省などのホームページから、最新の条件テー
ブルがアップデートされるようにしてもよい。なお、国土交通省は日本の官庁であるが、
自動車１が走行する国の交通や運輸を統括する官庁のことと同様と考えればよい。例えば
、米国の場合は、ＤＯＴ（United States Department of Transportation；アメリカ合衆
国運輸省）となる。
【００８９】
　もちろん、第１の自動運転切替条件テーブルＴＢＬ１及び第２の自動運転切替条件テー
ブルＴＢＬ２は、交通法規等の関係で、各国毎や、同じ国内でも州（米国）や省（中国）
、都道府県（日本）等の地域によって異なる場合がある。この場合、ＧＰＳ衛星からの電
波や携帯電話機能部１１９などで走行中の現在位置を検出し、その現在位置から判別され
る国や地域に基づいて、第１の自動運転切替条件テーブルＴＢＬ１及び第２の自動運転切
替条件テーブルＴＢＬ２を切り替えるようにすることもできる。また、走行中の国や地域
に対応して自動的に切り替えるのではなく、運転者や乗車者が、走行中の国や地域を特定
して、その走行中の国や地域に応じた第１の自動運転切替条件テーブルＴＢＬ１及び第２
の自動運転切替条件テーブルＴＢＬ２を利用するようにしてもよい。
【００９０】
　なお、ＥＵ（European　Union；欧州連合）などのように、複数国での走行が日常的に
行われる場合は、自動車１は、走行が予定される全ての国における、第１の自動運転切替
条件テーブルＴＢＬ１及び第２の自動運転切替条件テーブルＴＢＬ２を、全ての国の識別
情報と対応付けて、自動運転切替条件記憶部１３５に格納しておくとよい。これは国のみ
ならず、地域においても同様である。
【００９１】
　図３～図５は、この実施形態における第１の自動運転切替条件テーブルＴＢＬ１の例で
ある。図３～図５の例では、切替条件は、「運転者又は乗車者の健康状態の異変１」、「
運転者又は乗車者の健康状態の異変２」、「運転者の居眠り」、「運転者又は乗車者の車
酔い、吐き気等の体調不良」、「運転者又は乗車者の便意や尿意」、「過労運転」、「走
行中（赤信号停止中、踏切などの一時停止も含む）の運転者の飲酒」、「運転者によるよ
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そ見、わき見運転」、「運転者による飲食又は喫煙」、「運転環境の悪化」、「同乗する
子供やペットの異常行動」、「運転者の運転の仕方、姿勢」、「運転者が運転に支障のあ
る履物を履いている、又は履物を履いていない」などの、事故を招きやすい状態を回避し
て、安全運転を担保するための条件が例示されている。そして、それぞれの切替条件に対
応して、切替後の自動運転モードや強制自動運転モードの指定、制御内容と、行先、自動
運転モードの解除条件、のそれぞれが定められている。
【００９２】
　なお、図３～図５に示した切替条件は、第１の自動運転切替条件テーブルＴＢＬ１の内
容の一部であり、その他予め定められた種々の切替条件が登録されていることは言うまで
もない。
【００９３】
　図３に示すように、例えば「運転者又は乗車者の健康状態の異変１」についての切替条
件としては、運転者又は乗車者が人事不省、前後不覚、失神、などの緊急事態が登録され
ている。自動運転切替条件判別部１１５では、この「運転者又は乗車者の健康状態の異変
１」についての切替条件に合致しているか否かを、車内状況判定部１１７の判定結果を用
いて判別する。車内状況判定部１１７は、運転者又は乗車者について、画像認識部１１４
での画像認識により、人事不省、前後不覚、失神のような身体的な異変が起こった状態に
なっているかどうかを判定する。
【００９４】
　例えば、運転者の場合について説明する。例えば自動車１のバックミラー２の横に装着
されたカメラ１０７群の中のカメラにより、運転者を撮影する。運転者に身体的な異変が
生じていないときには、運転者の撮像画像は、運転者が目を開けて前方を注視し、ステア
リングホイール（ハンドル）を操作している動きのある画像となる。一方、運転者に身体
的な異変が生じて人事不省、前後不覚、失神の状態になると、運転者の撮像画像は、運転
者が目を閉じ、顔が前方を注視せずに下向き（上向きの場合もある）となり、ぐったりし
て動かない画像となる。車内状況判定部１１７は、画像認識部１１４からの認識結果から
、上記のような運転者に発生した異変の状態を判定し、自動運転切替条件判別部１１５に
伝達するようにする。なお、より精緻な医学的な画像認識をするために、画像情報記憶部
１３４には医学的に特徴的かつ精緻な比較画像情報を豊富に記憶するようにしてもよい。
【００９５】
　自動運転切替条件判別部１１５は、この車内状況の判定結果を受けて、その判定結果と
自動運転切替条件記憶部１３５の記憶内容とを照合することにより、「運転者又は乗車者
の健康状態の異変１」（図３参照）についての切替条件に合致することを判別する。
【００９６】
　なお、以上の例は、画像認識部１１４の画像認識結果のみに基づいて判定することにつ
いて説明したが、この実施形態では、車内状況判定部１１７は、画像認識結果に加えて、
音声認識部１１６での音声認識により、唸り声や呻き声、鼾（脳溢血（脳出血）などの場
合）などを認識したことなども加味して、この「運転者又は乗車者の健康状態の異変１」
を判定するようにする。これにより、車内状況判定部１１７における判定の確度を向上さ
せることができる。
【００９７】
　この「運転者又は乗車者の健康状態の異変１」の切替条件についての制御内容は、強制
自動運転モードへの切り替えとされる。そして、行先（目的地）としては、病院が指定さ
れる。この指定される病院としては、運転者等が予め選択指定していてもよいし、あるい
は、自動運転モードへの切り替え時に選択指定するようにしてもよい。
【００９８】
　すなわち、特定の病院、例えばかかりつけの病院を指定することができる。その場合に
は、当該かかりつけの病院の病院名、住所、電話番号が自動運転切替条件記憶部１３５に
記憶される。自動車１の制御部１０１は、携帯電話機能部１１９により、この病院の電話
番号を用いて、当該病院に電話をかけ、自車の特徴や運転者の氏名などを告げ、急病人を
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連れてゆくことを病院に通知するようにする。このためのメッセージは、合成音声発生部
１２１に予め記憶されている。なお、病院には、電話ではなく、メールで通知することも
できる。また、急病人の病状を病院の医師らに正確に伝えるため、急病人の画像情報や音
声情報を添付ファイルでメールするようにしてもよい。
【００９９】
　また、特定の病院ではなく、「現在位置に近い救急病院又は一般病院」のように目的地
属性を記憶するようにすることもできる。行先として「現在位置に近い救急病院又は一般
病院」のように目的地属性が指定されていてもよい。行先として「現在位置に近い救急病
院又は一般病院」のように目的地属性が指定されている場合には、後述するように、カー
ナビ機能部１１３が、現在位置周辺の該当病院を周辺検索し、その周辺検索結果を行先と
する。
【０１００】
　その場合に、病院の電話番号を取得することができる場合には、前述と同様に、自動車
１の制御部１０１は、携帯電話機能部１１９により、この病院の電話番号を用いて、当該
病院に電話をかけ、自車の特徴や運転者の氏名などを告げ、急病人を連れてゆくことを病
院に通知するようにする。また、前述と同様に、電話のみならず、メールやＬＩＮＥ等の
通信アプリケーションで通知することもできる。さらに、急病人の画像情報や音声情報を
添付ファイルでメールするようにしてもよい。
【０１０１】
　また、この実施形態では、行先として特定の目的地や目的地属性を指定するのではなく
、路肩等に停車して、１１９番通報することを選択することができるようにされている。
この１１９番通報の場合には、自車の特徴や運転者の氏名、急病人が発生したこと、現在
位置の場所名、住所などを合成音声発生部１２１から発生させて、１１９番通報内容に含
めるようにする。
【０１０２】
　なお、自動車１に各種医学情報（医療情報）や医学用データベース（図示せず）を内蔵
する医学情報記憶部（図示せず）を備えるようにしてもよい。その場合に、医学情報記憶
部には、脳内出血、くも膜下出血、脳梗塞、心筋梗塞、狭心症、その他各種疾病について
、病名、症状、対処法などの医学情報が克明に記憶される。症状については、各種疾病に
おいて特有の、目の状態、顔の表情、発汗、痙攣などの画像情報や、鼾、呻き等の音声情
報を記憶し、画像認識や音声認識で各種疾病を初期症状で迅速かつ正確に把握できるよう
にする。もちろん、画像情報は静止画のみならず動画も記憶される。したがって、異変１
が起きた時、医学情報記憶部に記憶されている医学情報に基づいて、自動車１の制御内容
、対処法、行先を決定するようにできる。
【０１０３】
　すなわち、自動車１は、異変１が起きた時、病院への移動が適切なのか、移動せず路肩
等に停車して、１１９番通報をし、救急車の到着を待つ方が適切なのかなどを判断する。
病院への移動が適切な場合は、自動車１は、急病人に負荷のかからない最適な走行速度（
例えば時速３０ｋｍ以下）を選択したり、カーナビ機能部１１３には、カーナビ用データ
ベース１３３に道路の凹凸情報なども持たせ、急病人に極力振動を与えず、スムーズに走
行できる最適なルートを、カーナビ機能部１１３から提供したりするようにすることもで
きる。また、この医学情報記憶部には、運転者又は乗車者の既往症や病歴などを記憶して
おくと、異変１が起きた時に、より迅速かつ適切な対応ができる。
【０１０４】
　もちろん、疾病が特定された場合は、疾病の種類に基づいて、その専門医のいる病院、
専門設備のある病院を行先とする。例えば、脳内出血、くも膜下出血、脳梗塞の場合は脳
外科の専門医や専門設備、心筋梗塞、狭心症の場合は循環器や心臓の専門医や専門設備が
揃っている病院を行先とする。
【０１０５】
　なお、運転者又は乗車者が妊婦であって、陣痛が起きた場合、人事不省、前後不覚、失
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神などの状態ではないし、疾病でもないが、生命に関わる緊急事態であり、異変１に準ず
る。この場合、自動車１は、妊婦のかかりつけの産婦人科、産科、又は産院を行先として
向かい、妊婦が無事に出産ができるようにする。かかりつけの産婦人科、産科、又は産院
が現在位置から遠く、出産に間に合わない可能性がある場合は、現在位置に近い産婦人科
、産科、又は産院をカーナビ機能部１１３の周辺検索機能により検索し、検索できた産婦
人科、産科、又は産院を行先として向かうようにする。妊婦が破水した場合も同様で、か
かりつけ又は最寄りの産婦人科、産科、又は産院を行先とする。
【０１０６】
　この「運転者又は乗車者の健康状態の異変１」の切替条件に対応する強制自動運転モー
ドの解除条件は、「行先に到着」又は「救急車が到着」したときとされる。
【０１０７】
　次に、図３の「運転者又は乗車者の健康状態の異変２」についての切替条件としては、
運転者又は乗車者が人事不省、前後不覚、失神などの状態にまでは至っていないが、痙攣
や喘息の発作、嘔吐などで手動運転が困難な身体的な異変が登録されている。車内状況判
定部１１７は、画像認識部１１４での画像認識結果と、音声認識部１１６での音声認識結
果とを用いて、この「運転者又は乗車者の健康状態の異変２」を判定するようにする。
【０１０８】
　この「運転者又は乗車者の健康状態の異変２」の切替条件についての制御内容は、強制
自動運転モードへの切り替えとされると共に、身体的な異変が生じても運転者又は乗車者
は覚醒していることを考慮して、この実施形態では、運転者又は乗車者に対する行先の問
い合わせとされている。そして、行先としては、「自宅（住所や位置情報を含む）」、「
病院（病院名や住所や位置情報を含む）」、「路肩等に停車する」を、運転者等が予め選
択指定していてもよいし、あるいは、自動運転モードへの切り替え時に選択指定するよう
にしてもよい。また、この「運転者又は乗車者の健康状態の異変２」の切替条件に対応す
る強制自動運転モードの解除条件は、「行先に到着」したときとされる。
【０１０９】
　この「運転者又は乗車者の健康状態の異変２」の切替条件に合致したときには、自動運
転切替条件判別部１１５の合致結果に基づき、制御部１０１は、例えば「大丈夫ですか？
」という合成音声メッセージを送出して、安否を尋ねると共に、自動運転切替条件記憶部
１３５に行先が事前登録されているときであっても、後述するように、「行先を登録地に
しますか？」との問い合わせをして行先（目的地）を変更することができるようにする。
これは、事前登録では「自宅」や「路肩等に停車」が選定されていても、身体的な異変の
程度から病院に行くべきと運転者又は乗車者が判断する場合を考慮している。なお、この
実施形態では、「路肩等に停車」が事前登録されている場合には、「１１９番通報します
か？」という問い合わせを行うようにすることが定められている。
【０１１０】
　行先が事前登録されていないときには、後述するように、自動運転モードへの切り替え
時に、「自宅に戻りますか？」、「病院に向かいますか？」、「停車しますか？」などの
行先（目的地）の問い合わせメッセージを合成音声により発生し、それぞれのメッセージ
に対する「はい」、「いいえ」などの運転者又は乗車者の返事を音声認識して、その認識
結果に応じて行先を定めるようにする。
【０１１１】
　さらに、この実施形態では、「運転者又は乗車者の健康状態の異変２」の切替条件に対
応する行先として、事前登録がなく、かつ、合成音声による問い合わせに対する応答がな
かったときには、制御部１０１は、危険な状態と判断して、現在位置に近い救急病院又は
一般病院をカーナビ機能部１１３の周辺検索機能により検索し、検索できた病院を目的地
として当該病院に向かうようにする。なお、この場合に、病院が検索できなかったときに
は、路肩等に停車して、１１９番通報するようにする。１１９番通報においては、前述と
同様に、自車の特徴や運転者の氏名、急病人が発生したこと、現在位置の場所名、住所な
どを合成音声発生部１２１から発生させて、１１９番通報内容に含めるようにする。
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【０１１２】
　この「運転者又は乗車者の健康状態の異変２」の切替条件に対応する強制自動運転モー
ドの解除条件は、「行先に到着」又は「救急車が到着」したときとされる。
【０１１３】
　なお、異変２が起きた時についても、上述の異変１と同様、医学情報記憶部（図示せず
）に記憶されている医学情報に基づいて、自動車１の制御内容、対処法、行先を決定する
ようにできることはもちろんである。
【０１１４】
　次に、切替条件の「運転者の居眠り」について説明する。この場合、車内状況判定部１
１７は、画像認識部１１４での運転者３を撮影するカメラ１０７ａの撮影画像の画像認識
により、瞼が一定時間以上閉じたままの状態や、頭のコックリコックリなどを認識するこ
とにより、運転者の居眠りの状況を判定するようにする。
【０１１５】
　この「運転者の居眠り」の切替条件についての制御内容は、通常自動運転モードへの切
り替えとされると共に、運転者を覚醒させるための呼びかけ音声（合成音声）、あるいは
アラーム音やブザーの送出とされる。呼びかけ音声やアラーム音、ブザーにより、運転者
が覚醒する状態に復帰することが期待できるからである。なお、呼びかけ音声等の代わり
に、あるいは加えて、座席に振動を加えるようにしてもよい。
【０１１６】
　この「運転者の居眠り」の切替条件に対する行先（目的地）としては、自動車１の走行
開始時に目的地が設定されている場合には、その設定された目的地とされる。ただし、呼
びかけ音声等又は振動によっても覚醒しない場合（画像認識から判断できる）には、居眠
りではなく、身体的トラブルあるいは精神的なトラブルが予想されるため、カーナビ機能
部１１３の周辺検索機能により検索して得られる、現在位置に近い救急病院又は一般病院
を行先（目的地）とする。さらに、周辺検索で病院が見つからなかった場合には、路肩等
に停車して、前述したような所定の通知事項を含めた１１９番通報をする。
【０１１７】
　この「運転者の居眠り」の切替条件に対応する通常自動運転モードの解除条件は、自動
運転モードへの切り替え時に決定された行先（目的地）が「事前設定した目的地」の場合
には「手動運転操作」とされ、行先が病院等のその他の場合には「行先に到着」したとき
とされる。
【０１１８】
　次に、切替条件の「運転者又は乗車者の車酔い、吐き気等の体調不良」について説明す
る。この場合、車内状況判定部１１７は、画像認識部１１４での運転者又は乗車者の撮影
画像の画像認識結果と、「気持ちが悪い」、「車に酔った」、「むかむかする」、「吐き
そう」、「うっ」、「げぇー」などの音声認識部１１６での音声認識結果とから、「運転
者又は乗車者の車酔い、吐き気等の体調不良」の状況を判定するようにする。
【０１１９】
　この「運転者又は乗車者の車酔い、吐き気等の体調不良」の切替条件についての制御内
容は、強制自動運転モードへの切り替えとされる。そして、行先としては、現在位置が高
速道路上であれば、最寄りのＰＡ（パーキングエリア）やＳＡ（サービスエリア）とされ
、現在位置が一般道であれば「路肩に寄せて停車」とされる。なお、「自宅に戻る」を行
先として登録することもできる。また、この「運転者又は乗車者の車酔い、吐き気等の体
調不良」の切替条件に対応する強制自動運転モードの解除条件は、「行先に到着」したと
きとされる。
【０１２０】
　次に、切替条件の「運転者又は乗車者の便意や尿意」について説明する。この場合、車
内状況判定部１１７は、画像認識部１１４での運転者又は乗車者の撮影画像の画像認識に
より、運転者又は乗車者がもぞもぞしている様子を判定すると共に、「トイレ」、「もれ
そう」、などの発声の音声認識部１１６での音声認識結果とから、「運転者又は乗車者の
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便意や尿意」の状況を判定するようにする。
【０１２１】
　この「運転者又は乗車者の便意や尿意」の切替条件についての制御内容は、強制自動運
転モードへの切り替えとされる。そして、行先としては、現在位置が高速道路上であれば
、最寄りのＰＡ（パーキングエリア）やＳＡ（サービスエリア）とされ、現在位置が一般
道であれば、最寄りの「コンビニ」や「ガソリンスタンド」等のトイレのある場所とされ
る。このトイレのある場所は、「コンビニ」や「ガソリンスタンド」等の目的地の属性に
より事前登録することができる。また、この「運転者又は乗車者の便意や尿意」の切替条
件に対応する強制自動運転モードの解除条件は、「行先に到着」したときとされる。
【０１２２】
　次に、切替条件の「過労運転」について説明する。この場合の切替条件は、３種の条件
のいずれかとされている。第１の条件は、一人の運転者が連続して、所定時間以上、例え
ば２時間以上、運転を継続したこととされる。第２の条件は、一人の運転者についての１
日の総運転時間が所定時間以上、例えば５時間以上となったこととされる。第３の条件は
、一人の運転者が運転している状態で、１日の手動運転モードと自動運転モードとの間で
の切替回数が所定回数以上、例えば２０回以上となったこととされる。以上のような３種
の条件のいずれかが満足される状況は、運転者が過労のために、安全な運転に支障が生じ
る恐れがあることを考慮したものである。なお、過労の判定条件は上述の３種の条件に限
らず、カメラ群１０７のカメラで撮影した運転者の顔の表情を画像認識し、疲労した表情
か否かを判定したり、運転者の生体計測をし、その計測値から過労度合いを判定してもよ
い。
【０１２３】
　車内状況判定部１１７は、時計部１２０からの時間情報により、一人の運転者が連続し
て２時間以上、運転を継続したか、また、総運転時間が５時間を超えたかを判別すること
で、第１の条件又は第２の条件の切替条件の車内状況になったことを判定する。また、車
内状況判定部１１７は、手動／自動運転モード切替制御部１０４からの手動運転モードと
自動運転モードとの間での切替の情報を受け取り、その回数を計数することで、一人の運
転者が運転している状態で、１日の手動運転モードと自動運転モードとの間での切替回数
が２０回以上となったことを判別することで、第３の条件の切替条件の車内状況になった
ことを判定する。
【０１２４】
　この「過労運転」の切替条件についての制御内容は、強制自動運転モードへの切り替え
とされる。そして、この「過労運転」の切替条件に対する行先としては、自動車１の走行
開始時に目的地が設定されている場合には、その設定された目的地とされ、目的地が事前
に設定されていなければ、自動運転モードに切り替えられたときの問い合わせに応じて運
転者又は乗車者により設定された目的地とされる。そして、この「過労運転」の切替条件
に対応する強制自動運転モードの解除条件は、「行先に到着」したときとされる。
【０１２５】
　次に、切替条件の「運転者の飲酒」について説明する。この場合、車内状況判定部１１
７は、センサ群１０８に含まれる呼気センサによる運転者の呼気に含まれるアルコール濃
度の検出結果から、「運転者の飲酒」の車内状況の判定を行う。また、自動車１の車内に
おいて、運転者が飲料を飲んでいるときの画像を画像認識部１１４で画像認識し、飲んで
いる又は保持している飲料のボトルや瓶、缶が、ビール、日本酒、ワイン、ウィスキー、
カクテル、焼酎などのアルコール飲料のものであるかどうかを認識し、その認識結果を受
けた車内状況判定部１１７が、「運転者の飲酒」の車内状況の判定を行うようにする。
【０１２６】
　この「運転者の飲酒」の切替条件についての制御内容は、強制自動運転モードへの切り
替えとされる。そして、この「運転者の飲酒」の切替条件に対する行先としては、自動車
１が走行中（赤信号停止中、踏切などの一時停止も含む）であれば、走行開始時に目的地
が設定されている場合には、その設定された目的地とされ、目的地が事前に設定されてい
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なければ、自動運転モードに切り替えられたときの問い合わせに応じて運転者又は乗車者
により設定された目的地とされる。なお、自動車１が駐車場や車庫などで停止状態であれ
ば、「発進せず」としてもよいし、走行開始時に設定された目的地とするようにしてもよ
い。そして、この「運転者の飲酒」の切替条件に対応する強制自動運転モードの解除条件
は、「行先に到着」、あるいは、「切替条件の消滅」とされる。切替条件の消滅は、呼気
センサでの運転者の呼気のアルコール濃度が所定値以下となった時、あるいは、飲酒状態
から正常状態に戻るとされる時間、例えば８時間経過後とされる。
【０１２７】
　次に、切替条件の「運転者のよそ見・わき見」について説明する。この実施形態では、
運転者によるよそ見やわき見が所定時間以上、例えば１分以上続くことが、切替条件とさ
れる。車内状況判定部１１７は、カメラによる運転者の撮影画像の画像認識結果により、
運転者がきょろきょろとしている状態の１分以上の継続と、その視線の方向とから、運転
者のよそ見、わき見の車内状況を判定するようにする。運転者がきょろきょろとしている
状態の１分以上の継続と、その視線の方向を考慮することにより、運転中の安全のための
左右確認によるきょろきょろと区別して判定することができる。
【０１２８】
　なお、よそ見・わき見の発生しやすいシチュエーションは、以下のようなものが考えら
れる。
・名所・旧跡・絶景（紅葉など含む）の場所。このような場所では運転者もそれら景観や
景色を見たくなり、ついつい、よそ見やわき見をしてしまい、手動運転モードでは安全性
の確保ができなくなる恐れがある。
・非日常のイベント、例えばお祭りの神輿、花火、新装開店セール、など。このようなイ
ベントは運転者も見たくなり、ついついよそ見やわき見をしてしまい、手動運転モードで
は安全性の確保ができなくなる恐れがある。
・有名人、例えば著名な芸能人やスポーツ選手、また最近話題の人物など。このような有
名人は運転者もつい見たくなり、ついついよそ見やわき見をしてしまい、手動運転モード
では安全性の確保ができなくなる恐れがある。
【０１２９】
　以上のようなシチュエーションを考慮して、車内状況判定部１１７は、カーナビ機能部
１１３の周辺検索機能による名所・旧跡・絶景（紅葉など含む）の場所の検出を、上記の
画像認識によるきょろきょろの状態の検出に加えて、「運転者のよそ見、わき見」の車内
状況の判定をするようにすることができる。また、車内状況判定部１１７は、携帯電話機
能部１１９を通じてインターネットにアクセスして、現在位置周辺におけるイベントの情
報を検索し、上記のお祭り、花火、新装開店セールなどのイベントの開催の検出結果を、
上記の画像認識によるきょろきょろの状態の検出に加えて、「運転者のよそ見、わき見」
の車内状況の判定をするようにすることができる。さらに、画像情報記憶部１３４に、著
名な芸能人やスポーツ選手、また最近話題の人物などの画像情報を記憶しておくことで、
自動車１の外部を撮影するカメラからの撮影画像情報と、それらの人物の画像情報ととか
ら、画像認識部１１４で、上記の著名な芸能人やスポーツ選手、また最近話題の人物の検
出結果を、上記の画像認識によるきょろきょろの状態の検出に加えて、「運転者のよそ見
、わき見」の車内状況の判定をするようにすることができる。
【０１３０】
　この「運転者のよそ見、わき見」の切替条件についての制御内容は、強制自動運転モー
ドへの切り替えとされる。そして、この「運転者のよそ見、わき見」の切替条件に対する
行先としては、自動車１の走行開始時に目的地が設定されている場合には、その設定され
た目的地とされ、目的地が事前に設定されていなければ、自動運転モードに切り替えられ
たときの問い合わせに応じて運転者又は乗車者により設定された目的地とされる。
【０１３１】
　なお、運転者に、合成音声メッセージにより立ち寄るかどうかを問い合わせて、その回
答が肯定であるときには、周辺検索で検出された当該名所・旧跡や、インターネット検索
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で検出されたイベント会場等を行先として提示し、運転者に、その名所・旧跡を目的地と
するかどうかを決定させるようにしてもよい。又は、見物のために、路肩等に停車するよ
うにしてもよい。
【０１３２】
　そして、この「運転者のよそ見、わき見」の切替条件に対応する強制自動運転モードの
解除条件は、「行先に到着」、あるいは、「切替条件の消滅」とされる。切替条件の消滅
は、「運転者のよそ見、わき見」の状態が無くなってから所定時間例えば５分経過後とさ
れる。あるいは、当該「運転者のよそ見、わき見」が発生した場所から所定距離、例えば
５００メートル以上離れた時としてもよい。
【０１３３】
　次に、切替条件の「運転者の飲食又は喫煙」について説明する。この実施形態では、運
転者による飲食又は喫煙が所定時間以上、例えば３分以上続くことが、切替条件とされる
。車内状況判定部１１７は、カメラによる運転者の撮影画像の画像認識結果により、運転
者が飲食又は喫煙している状態を判定し、時計部１２０の時間情報に基づいて、その状態
が３分以上続いたか否かにより、「運転者の飲食又は喫煙」の車内状況を判定するように
する。運転者による３分未満の短時間での飲食や喫煙は、手動運転への支障の程度が許容
できる程度としている。
【０１３４】
　この場合、画像認識部１１４では、カメラによる運転者の撮影画像中に含まれる、おに
ぎり、サンドイッチ、お弁当、お菓子、アイスクリーム、水、お茶、コーヒー等を認識す
ることで、運転者の飲食を認定することができるし、運転者が手に持つものがたばこであ
れば、運転者の喫煙の状態を認識することができる。ただし、この実施形態では、この「
運転者の飲食又は喫煙」の切替条件については、当該切替条件に合致したときに、自動運
転になってもよいという運転者からの意思表示を受け付けるようにしており、その肯定的
な意思表示が設定されている場合のみ、この切替条件が有効とされる。
【０１３５】
　この「運転者の飲食又は喫煙」の切替条件についての制御内容は、強制自動運転モード
への切り替えとされる。そして、この「運転者の飲食又は喫煙」の切替条件に対する行先
としては、自動車１の走行開始時に目的地が設定されている場合には、その設定された目
的地とされ、目的地が事前に設定されていなければ、自動運転モードに切り替えられたと
きの問い合わせに応じて運転者又は乗車者により設定された目的地とされる。
【０１３６】
　そして、この「運転者の飲食又は喫煙」の切替条件に対応する強制自動運転モードの解
除条件は、「飲食又は喫煙の終了」、すなわち、「切替条件の消滅」とされる。
【０１３７】
　次に、切替条件の「運転中の周囲環境の悪化」について説明する。この実施形態では、
運転中の周辺環境が、逆光の状態、薄暮（日没）の状態、悪天候（雨、雪等）で、運転者
が周囲を見づらくなる状態が、切替条件とされる。車内状況判定部１１７は、外部を撮影
するカメラからの撮影画像や温度センサ、湿度センサのセンサ検出出力に基づいて、この
「運転中の周囲環境の悪化」の車内状況を判定するようにする。なお、車内状況判定部１
１７は、運転者が声を出して「見づらい」「運転しづらい」等と叫んだことを音声認識部
１１６で音声認識した結果を、併せて用いて、この「運転中の周囲環境の悪化」を判定す
るようにしてもよい。
【０１３８】
　この「運転中の周囲環境の悪化」の切替条件についての制御内容は、強制自動運転モー
ドへの切り替えとされる。なお、強制自動運転モードではなく、通常自動運転モードとし
てもよい。そして、この「運転中の周囲環境の悪化」の切替条件に対する行先としては、
自動車１の走行開始時に設定された目的地とされる。
【０１３９】
　そして、この「運転中の周囲環境の悪化」の切替条件に対応する強制自動運転モードの
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解除条件は、運転中の周囲環境が好転したなどの「切替条件の消滅」とされる。
【０１４０】
　次に、切替条件の「子供、ペットの行動」について説明する。この実施形態では、子供
や赤ちゃんが、車内で危険な行動、例えば、座席から落ちるなどの行動をしたり、突然泣
き出したりすると、運転者が気になって、その方向に振り向いたりするため、手動運転モ
ードでは安全性の確保ができなくなる恐れがあることを考慮する。また、ペットの行動、
例えば排泄行動や吠え声についても同様である。また、子供やペットが運転者の間近や運
転席にいる場合も運転者が運転に集中できないため同様である。言うまでもないが、運転
席に運転者がおらず、子供やペットしかいない場合は尚更危険である。そこで、この実施
形態では、これらの「子供、ペットの行動」を切替条件としている。
【０１４１】
　車内状況判定部１１７は、運転者（運転席）や乗車者を撮影するカメラからの撮影画像
の画像認識結果と、音声認識部１１６での音声認識結果としての上記の子供の泣き声、落
下音、ペットの吠え声とから、上記の切替条件の「子供、ペットの行動」を判定するよう
にする。
【０１４２】
　この「子供、ペットの行動」の切替条件についての制御内容は、強制自動運転モードへ
の切り替えとされる。そして、この「子供、ペットの行動」の切替条件に対する行先とし
ては、自動車１の走行開始時に目的地が設定されている場合には、その設定された目的地
とされ、目的地が事前に設定されていなければ、自動運転モードに切り替えられたときの
問い合わせに応じて運転者又は乗車者により設定された目的地とされる。
【０１４３】
　そして、この「子供、ペットの行動」の切替条件に対応する強制自動運転モードの解除
条件は、子供やペットの状態が通常に戻る（子供やペットが運転者の間近や運転席から離
れることも含む）などの「切替条件の消滅」とされる。
【０１４４】
　次に、切替条件の「運転者による片手運転、手放し運転」について説明する。この実施
形態では、運転者による片手運転の状態が継続して所定時間以上、例えば２分以上続くこ
と、又は運転者による手放し運転の状態が継続して所定時間以上、例えば１０秒以上続く
ことが、切替条件とされる。車内状況判定部１１７は、カメラによる運転者の撮影画像の
画像認識結果により、運転者が片手運転又は手放し運転している状態を判定し、時計部１
２０の時間情報に基づいて、その状態が２分以上継続、あるいは１０秒以上継続したか否
かにより、「運転者による片手運転、手放し運転」の車内状況を判定するようにする。
【０１４５】
　この「運転者による片手運転、手放し運転」の切替条件についての制御内容は、強制自
動運転モードへの切り替えとされる。なお、この時、運転者に対しては、「片手運転、手
放し運転は、危険であるため、自動運転モードに切り替えました」などという音声メッセ
ージ、あるいはアラーム音やブザーをスピーカ１３８から放音して、運転者に注意を喚起
するようにする。
【０１４６】
　そして、この「運転者による片手運転、手放し運転」の切替条件に対する行先としては
、自動車１の走行開始時に設定された目的地とされる。また、この「運転者による片手運
転、手放し運転」の切替条件に対応する強制自動運転モードの解除条件は、運転者が片手
運転や手放し運転を止めて、「運転者の運転姿勢が正しいものとなった時」とされる。
【０１４７】
　次に、切替条件の「運転者の履物が不適切」について説明する。この実施形態では、運
転者の履物が、例えば、下駄、スリッパ、ハイヒールなど、運転を誤るおそれのある履物
であったり、履物を履かない裸足であったりして、運転に不適切のものである場合が切替
条件とされる。
【０１４８】
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　車内状況判定部１１７は、カメラによる運転者の撮影画像中の履物（又は足）の画像認
識結果により、履物が下駄、スリッパ、ハイヒールなどの不適切なものかどうか、又は裸
足のような不適切な状態かどうかを判定する。
【０１４９】
　この「運転者の履物が不適切」の切替条件についての制御内容は、強制自動運転モード
への切り替えとされる。なお、この時、運転者に対しては、「履物が運転に不適切である
ので、履物を交換してください」あるいは「裸足は運転に不適切なので、靴を履いてくだ
さい」という合成音声メッセージを送出し、履物の交換や着用を警告するようにする。
【０１５０】
　そして、この「運転者の履物が不適切」の切替条件に対する行先としては、自動車１の
走行開始時に目的地が設定されている場合には、その設定された目的地とされ、目的地が
事前に設定されていなければ、自動運転モードに切り替えられたときの問い合わせに応じ
て運転者又は乗車者により設定された目的地とされる。また、この「運転者の履物が不適
切」の切替条件に対応する強制自動運転モードの解除条件は、運転者が履物を適切なもの
に交換し、あるいは着用して、切替条件が消滅したときとされる。
【０１５１】
　なお、以上説明した自動運転切替条件記憶部１３５の記憶内容は、切替条件、切替後の
強制自動運転内容、解除条件のそれぞれを、対応する処理プログラムとして記憶するよう
にするものである。なお、ユーザが後で設定する切替条件、切替後の強制自動運転内容、
解除条件のそれぞれについては、上記のような切替条件、解除条件及び強制自動運転モー
ドでの制御内容を、ユーザが記述することで、対応する処理プログラムを自動的に生成し
て自動運転切替条件記憶部１３５に記憶するようにする処理機能を自動車１の電子制御回
路部１０は備えるものである。
【０１５２】
　次に、第２の自動運転切替条件テーブルＴＢＬ２の例について、図６及び図７を参照し
て説明する。
【０１５３】
　図６及び図７の例では、切替条件は、「追い越し禁止」、「右折（左折）禁止」、「制
限速度」、「信号遵守」、「踏切での一時停止」、「走行中の携帯端末の利用」などの交
通法規を遵守しない運転を防止するための条件や、「横断歩道での一時停止無視」、「妨
害運転」、「危険運転、無謀運転」、「急アクセル、急ブレーキ、急ハンドル」などの事
故を招きやすい状態を回避して、安全運転を担保するための条件が例示されている。そし
て、それぞれの切替条件に対応して、切替後の強制自動運転モードでの走行制御内容と、
強制自動運転モードの解除条件が定められている。
【０１５４】
　なお、図３～図７に示した切替条件は、自動運転切替条件記憶部１３５の記憶内容の一
部であり、その他、交通法規を遵守するようにするために予め定められた種々の切替条件
、及び／又は、安全運転を維持するようにするために予め定められた種々の切替条件が登
録されていることは言うまでもない。また、前述したように、切替条件、切替後の強制自
動運転モードや通常自動運転モードでの制御内容、解除条件は、各国毎や地域毎に登録し
、切り替えるようにしてもよい。
【０１５５】
　なお、この第２の自動運転切替条件テーブルＴＢＬ２に従って、手動運転モードから強
制自動運転モードに切り替える場合には、後述するように、切替条件に合致して強制自動
運転モードに切り替えた後、解除条件を満足して当該強制自動運転モードを解除するまで
の期間の間は行先（目的地）の設定が不要である場合がある。勿論、強制自動運転モード
を継続して目的地まで自律走行する場合もあるので、その場合には、行先（目的地）の設
定が必要であり、その際には、自動車１の走行開始時に目的地が設定されている場合には
、その設定された目的地とされ、目的地が事前に設定されていなければ、自動運転モード
に切り替えられたときの問い合わせに応じて運転者又は乗車者により設定された目的地と
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される。
【０１５６】
　図６に示すように、例えば「追い越し禁止」に違反しないようにするために、当該「追
い越し禁止」についての切替条件としては、
（条件１）追い越し禁止の道路標識により示される追越し禁止区間又は追い越し禁止を示
す道路標示である黄色ラインの区間において、
（条件２）右折路等が無いのに、右ウインカーを起動したことを検知、又は、黄色ライン
を跨ぐようにハンドル操作をして進路変更したことを検知したこと
が定められている。
（条件３）ただし、この場合に、自車の前方に走行中の車両がある場合であり、停止中の
車両が左側に駐車や停車していたり、障害物が車線の左側に存在していたりしている場合
は切替条件としない。
【０１５７】
　上記の（条件１）の追い越し禁止区間は、画像認識部１１４において、カメラ群１０７
の内の自車の前方や側方の１～複数個のカメラの撮像画像から、図８（Ａ）に示す道路標
識を認識すること、また、カメラ群１０７の内の道路面を撮影するカメラの画像から、黄
色ラインを認識することで、検出することができる。
【０１５８】
　また、（条件２）の右ウインカーの起動は、前述したように、センサ群１０８に含まれ
るセンサの出力から検出することができる。また、黄色ラインを跨ぐようにハンドル操作
をして進路変更したことは、手動運転操作検知部１０５において右ハンドル操作を検知し
たこと及び、自車動き解析検知部１１８で、カメラ群１０７のカメラの画像を解析するこ
とにより黄色ラインを自車が跨ぐように走行していることを検知することにより、判断す
ることができる。そして、前方に右折路や右方向にコンビニなどの駐車可能なスペースを
有する店舗等が無いことは、カメラ群１０７のカメラの撮像画像から、検知することがで
きる。
【０１５９】
　さらに、（条件３）については、カメラ群１０７のカメラの撮像画像と、レーダー群１
０６を用いて前方の車両が走行中か停止中かを検出することができる。すなわち、（条件
３）については、周囲移動体把握部１０９の周囲移動体把握結果を参照することで検出す
ることができる。
【０１６０】
　そして、この「追い越し禁止」についての切替条件に付いての切替後の強制自動運転モ
ードでの走行制御内容は、「走行車線を維持して走行」とされる。また、強制自動運転モ
ードの解除条件は、「追い越し禁止区間終了の道路標識の検出」あるいは「道路標示とし
ての黄色ラインの消滅」の検出とされる。
【０１６１】
　以上の説明から判るように、追い越し禁止についての切替条件に合致するかどうかを監
視するための条件要素の検知のために用いる条件要素検出手段としては、カメラ群１０７
、センサ群１０８、手動運転操作検知部１０５、周囲移動体把握部１０９、画像認識部１
１４、自車動き解析検知部１１８を用いるものである。
【０１６２】
　この追い越し禁止についての切替条件に合致することで強制自動運転モードにされたと
きの解除条件は、追い越し禁止区間終了、黄色ラインの消滅であるので、強制自動運転モ
ードに切り替えられたときに、行先（目的地）の設定が必要となる場合がある。したがっ
て、この追い越し禁止についての切替条件に合致することで強制自動運転モードにされた
ときには、自動車１の走行開始時に目的地が設定されている場合には、その設定された目
的地とされ、目的地が事前に設定されていなければ、強制自動運転モードに切り替えられ
たときの問い合わせに応じて運転者又は乗車者により設定された目的地とされる。
【０１６３】
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　次に、例えば「右折禁止」についての切替条件としては、
（条件４）図８（Ｂ），（Ｃ），（Ｄ）に示すような指定方向外進行禁止の道路標識（規
制標識）や道路標示（図示せず）により右折が禁止されている場合において、
（条件５）右ウインカーの点灯を起動したことを検知、又は、右折するようにハンドル操
作をして進路変更しようとしたことを検知したこと
が定められている。
【０１６４】
　そして、この「右折禁止」についての切替条件に付いての切替後の強制自動運転モード
での走行制御内容は、「指定進行方向を選択して走行」とされる。また、強制自動運転モ
ードの解除条件は、「右折禁止地点を通過」の検出とされる。
【０１６５】
　（条件４）の右折禁止は、画像認識部１１４において、カメラ群１０７の内の自車の前
方や側方の１～複数個のカメラの撮像画像から、図８（Ｂ），（Ｃ），（Ｄ）に示す道路
標識を認識することで、検出することができる。
【０１６６】
　また、（条件５）の右ウインカーの起動は、前述したように、センサ群１０８に含まれ
るセンサの出力から検出することができる。また、右折するようにハンドル操作をして進
路変更したことは、手動運転操作検知部１０５において右ハンドル操作を検知したことに
より、判断することができる。
【０１６７】
　したがって、この場合の条件要素検出手段としては、カメラ群１０７、センサ群１０８
、手動運転操作検知部１０５、画像認識部１１４を用いるものである。この「右折禁止」
についての切替条件に付いての切替後の強制自動運転モードの解除条件は、禁止標識地点
や禁止標示地点の通過であるので、行先（目的地）の設定は不要である。
【０１６８】
　また、例えば「横断歩道」についての切替条件としては、
（条件６）カメラ群１０７のカメラ画像から、画像認識部１１４で、横断歩道の道路標識
（指示標識）あるいは道路標示を検出した場合において、
（条件７）カメラ群１０７のカメラ画像から、画像認識部１１４で、横断歩道を渡ろうと
している人物や横断中の人物を検出したとき、
が定められている。
【０１６９】
　そして、この「横断歩道」についての切替条件に付いての切替後の強制自動運転モード
での走行制御内容は、「一時停止後、横断者無しを確認し、発進」とされる。また、強制
自動運転モードの解除条件は、「横断歩道を通過」の検出とされる。なお、人物の検出に
は、センサ群１０８に含まれる人感センサを併せて用いるようにしてもよい。さらに、人
物でも、老人、乳幼児や学童、身体の不自由な方、ペット連れの方などの横断時は、特に
安全な運転が望まれるため、より高度な画像認識で検出し、選択的に対応してもよい。
【０１７０】
　この場合の条件要素検出手段としては、カメラ群１０７、センサ群１０８、画像認識部
１１４を用いるものである。この「横断歩道」についての切替条件に付いての切替後の強
制自動運転モードの解除条件は、横断歩道の通過であるので、行先（目的地）の設定は不
要である。
【０１７１】
　次に、例えば「踏切」についての切替条件としては、
（条件８）カメラ群１０７のカメラ画像から、画像認識部１１４で、踏切ありの道路標識
（警戒標識）を検出した場合、あるいは、画像認識部１１４で、カメラの撮像画像から、
実際の踏切を認識した場合
が定められている。
【０１７２】
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　そして、この「踏切」についての切替条件に付いての切替後の強制自動運転モードでの
走行制御内容は、「一時停止後、安全確認して、発進」とされる。この場合の安全確認と
は、遮断機が下りていないことの検出である。また、強制自動運転モードの解除条件は、
「踏切を通過」の検出とされる。
【０１７３】
　この場合の条件要素検出手段としては、カメラ群１０７、画像認識部１１４を用いるも
のである。この「踏切」についての切替条件に付いての切替後の強制自動運転モードの解
除条件は、踏切の通過であるので、行先（目的地）の設定は不要である。
【０１７４】
　次に、例えば「制限速度」についての切替条件としては、
（条件９）センサ群１０８の速度検出センサで検出された自車の走行速度が、重大な危険
を感じさせるような速度、例えば一般道路であれば、制限速度よりも３０ｋｍ／ｈ以上オ
ーバー、高速道路であれば、制限速度よりも４０ｋｍ／ｈオーバーとなっていることを検
出した場合
が定められている。
【０１７５】
　そして、この「制限速度」についての切替条件に付いての切替後の強制自動運転モード
での走行制御内容は、「制限速度以下で走行」とされる。また、強制自動運転モードの解
除条件は、懲罰的な意味を含めて、所定の時間、例えば３０分経過後とされる。この所定
の時間は、切替条件からの速度オーバーの程度によって長くするようにしてもよい。例え
ば、切替条件ちょうどの所定の時間が３０分として、１ｋｍ／ｈオーバーする毎に、３０
分ずつ加算する。この場合、５ｋｍ／ｈオーバーすると、解除条件は３時間経過後となる
。
【０１７６】
　この場合の条件要素検出手段としては、センサ群１０８の速度センサを用いるものであ
る。ただし、解除条件の検知のために、時計部１２０を用い、強制自動運転への切替後の
経過時間を計測する。この「制限速度」についての切替条件に付いての切替後の強制自動
運転モードの解除条件は、３０分等の所定時間の経過後であるので、当該所定時間の間に
交差点や分岐点を通過することが想定されるので、行先（目的地）の設定が必要となる場
合がある。したがって、この「制限速度」についての切替条件に合致することで強制自動
運転モードにされたときには、自動車１の走行開始時に目的地が設定されている場合には
、その設定された目的地とされ、目的地が事前に設定されていなければ、強制自動運転モ
ードに切り替えられたときの問い合わせに応じて運転者又は乗車者により設定された目的
地とされる。
【０１７７】
　なお、この「制限速度」については、画像認識部１１４において、カメラ群１０７の内
の自車の前方や側方の１～複数個のカメラの撮像画像から、「制限速度」に関する道路標
識や道路標示を認識することで検出することができる。
【０１７８】
　次に、図７に示す切替条件の例について説明する。すなわち、例えば「信号遵守」につ
いての切替条件としては、
（条件１０）カメラ群１０７のカメラの撮像画像から、自車動き解析検知部１１８におい
て、信号機が赤信号を示しているのに、それを無視して停止せずに走行したことを所定の
回数以上、例えば３回以上検出した場合
が定められている。
【０１７９】
　ここで、１回でも赤信号を無視して走行したときを、切替条件としてもよいが、この実
施形態では、運転者によるうっかりの信号の見落としがあることを考慮して、３回以上の
赤信号無視を切替条件とした。
【０１８０】



(28) JP 2020-42853 A 2020.3.19

10

20

30

40

50

　この「信号遵守」についての切替条件に付いての切替後の強制自動運転モードでの走行
制御内容は、故意的な信号無視に対する懲罰的な意味を込めて、当日は強制自動運転モー
ドでのみ走行可能とした。したがって、強制自動運転モードの解除条件は、故意的な信号
無視をした翌日とされる。したがって、この「信号遵守」についての切替条件に合致する
ことで強制自動運転モードにされたときには、自動車１の走行開始時に目的地が設定され
ている場合には、その設定された目的地とされ、目的地が事前に設定されていなければ、
強制自動運転モードに切り替えられたときの問い合わせに応じて運転者又は乗車者により
設定された目的地とされる。
【０１８１】
　この場合の条件要素検出手段としては、カメラ群１０７及び自車動き解析検知部１１８
を用いるものである。ただし、解除条件の検知のために、時計部１２０を用い、当日の終
了（翌日の始まり）を検出する。
【０１８２】
　次に、例えば「妨害運転」についての切替条件としては、
カメラ群１０７のカメラの撮像画像の自車動き解析検知部１１８での解析結果や、周囲移
動体把握部１０９の把握結果から、
（条件１１）走行中の他車の直前に進入、あるいは
（条件１２）通行中の人又は車に著しく接近、あるいは
（条件１３）幅寄せ、煽り、強引な割り込み、
を、所定の回数以上、例えば３回以上検出した場合
が定められている。この場合、条件１１～条件１３の内、同じものを３回以上検出した場
合に限らず、条件１１～条件１３のいずれかを合計で３回以上検出した場合であってもよ
い。
【０１８３】
　この「妨害運転」についての切替条件に付いての切替後の強制自動運転モードでの走行
制御内容は、妨害運転に対する懲罰的な意味を込めて、当日は強制自動運転モードでのみ
走行可能とした。したがって、強制自動運転モードの解除条件は、妨害運転をした翌日と
される。したがって、この「妨害運転」についての切替条件に合致することで強制自動運
転モードにされたときには、自動車１の走行開始時に目的地が設定されている場合には、
その設定された目的地とされ、目的地が事前に設定されていなければ、強制自動運転モー
ドに切り替えられたときの問い合わせに応じて運転者又は乗車者により設定された目的地
とされる。
【０１８４】
　この場合の条件要素検出手段としては、レーダー群１０６、カメラ群１０７、センサ群
１０８及び自車動き解析検知部１１８を用いるものである。ただし、解除条件の検知のた
めに、時計部１２０を用い、当日の終了を検出する。
【０１８５】
　次に、例えば「危険運転、無謀運転」についての切替条件としては、
カメラ群１０７のカメラの撮像画像の自車動き解析検知部１１８での解析結果や、手動運
転操作検知部１０５での手動運転操作の検知結果から、
（条件１４）ドリフト走行やスピンターンを、所定の回数以上、例えば２回以上検出した
場合
が定められている。
【０１８６】
　この「危険運転、無謀運転」についての切替条件に付いての切替後の強制自動運転モー
ドでの走行制御内容は、危険運転、無謀運転に対する懲罰的な意味を込めて、当日は強制
自動運転モードでのみ走行可能とした。したがって、強制自動運転モードの解除条件は、
危険運転や無謀運転をした翌日とされる。したがって、この「危険運転、無謀運転」につ
いての切替条件に合致することで強制自動運転モードにされたときには、自動車１の走行
開始時に目的地が設定されている場合には、その設定された目的地とされ、目的地が事前
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に設定されていなければ、強制自動運転モードに切り替えられたときの問い合わせに応じ
て運転者又は乗車者により設定された目的地とされる。
【０１８７】
　この場合の条件要素検出手段としては、手動運転操作検知部１０５、カメラ群１０７及
び自車動き解析検知部１１８を用いるものである。ただし、解除条件の検知のために、時
計部１２０を用い、当日の終了を検出する。
【０１８８】
　次に、例えば「急アクセル、急ブレーキ、急ハンドル」についての切替条件としては、
カメラ群１０７のカメラの撮像画像の自車動き解析検知部１１８での解析結果や、手動運
転操作検知部１０５での手動運転操作の検知結果から、
（条件１５）急アクセルあるいは急ブレーキあるいは急ハンドルを、所定の回数以上、例
えば５回以上検出した場合
が定められている。この場合、急アクセル、急ブレーキ、急ハンドルの内、同じものを３
回以上検出した場合に限らず、急アクセル、急ブレーキ、急ハンドルのいずれかを合計で
３回以上検出した場合であってもよい。
【０１８９】
　この「急アクセル、急ブレーキ、急ハンドル」についての切替条件に付いての切替後の
強制自動運転モードでの走行制御内容は、危険な運転に対する懲罰的な意味を込めて、当
日は強制自動運転モードでのみ走行可能とした。したがって、強制自動運転モードの解除
条件は、翌日とされる。したがって、この「急アクセル、急ブレーキ、急ハンドル」につ
いての切替条件に合致することで強制自動運転モードにされたときには、自動車１の走行
開始時に目的地が設定されている場合には、その設定された目的地とされ、目的地が事前
に設定されていなければ、強制自動運転モードに切り替えられたときの問い合わせに応じ
て運転者又は乗車者により設定された目的地とされる。
【０１９０】
　この場合の条件要素検出手段としては、手動運転操作検知部１０５、カメラ群１０７及
び自車動き解析検知部１１８を用いるものである。ただし、解除条件の検知のために、時
計部１２０を用い、当日の終了を検出する。
【０１９１】
　次に、「走行中の携帯端末の利用」についての切替条件としては、
カメラ群１０７のカメラの撮像画像の画像認識結果や音声認識部１１６の認識結果から、
（条件１６）運転者による走行中にスマートフォン、タブレット端末、携帯電話端末、携
帯ゲーム機等の利用や、表示画面の注視等を検出した場合
が定められている。
【０１９２】
　この「携帯端末の利用」についての切替条件に付いての切替後の強制自動運転モードで
の走行制御内容は、危険な運転に対する懲罰的な意味を込めて、利用中は強制自動運転モ
ードでのみ走行可能とした。したがって、強制自動運転モードの解除条件は、利用を停止
あるいは終了したときとされる。
【０１９３】
　この場合、画像認識部１１４は、カメラ群１０７の内の運転者を撮影するカメラからの
撮影画像情報を解析し、この例では、特に、携帯機器、この例では、スマートフォンや携
帯電話端末を手に取った所作をしたか否かを検出し、その検出結果を自動運転切替条件判
別部１１５に供給する。また、音声認識部１１６は、マイクロホン１３７で収音した音声
信号から、スマートフォンや携帯電話端末が報知する着信通知、例えば着信音、着信メロ
ディーの検知結果や、運転者の通話音声の検知結果を自動運転切替条件判別部１１５に通
知する。さらに、センサ群１０８に含まれる振動センサにより、スマートフォンや携帯電
話端末が報知するバイブレーションの振動などを検知し、その検知結果を自動運転切替条
件判別部１１５に通知する。
【０１９４】
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　自動運転切替条件判別部１１５は、自車が走行中において、上記の画像認識部１１４、
音声認識部１１６、センサ群１０８からの検出結果や検知結果を監視して、運転者が、ス
マートフォンや携帯電話端末で通話したり、メールをしたり、インターネットを通じたア
クセス操作をしたりする動作をしていないかどうかや、携帯端末の表示画面を注視してい
る動作をしていないかどうか、あるいは携帯ゲーム機で表示画面を注視したり、指を激し
く動かしたりしていないかどうかを判別し、それらの法規違反の動作をしていると判別し
たときには、自動運転モードから強制自動運転モードに切り替えるようにする。
【０１９５】
　また、自動運転切替条件判別部１１５は、解除条件の判別を、画像認識部１１４や音声
認識部１１５からの認識結果から、運転者による携帯端末の利用を停止又は終了したか否
かより、あるいは、自車動き検知部１１８の出力から、自車が路肩等に停止したか否かに
より行う。
【０１９６】
　なお、以上説明した自動運転切替条件記憶部１３５の記憶内容は、切替条件、切替後の
制御内容や強制自動運転内容、行先の設定、解除条件のそれぞれを、対応する処理プログ
ラムとして記憶するようにするものである。なお、ユーザが後で設定する切替条件、切替
後の強制自動運転内容、解除条件のそれぞれについては、上記のような切替条件、解除条
件及び強制自動運転モードでの制御内容を、ユーザが記述することで、対応する処理プロ
グラムを自動的に生成して自動運転切替条件記憶部１３５に記憶するようにする処理機能
を自動車１の電子制御回路部１０は備えるものである。
【０１９７】
　以上のように、自動車１の電子制御回路部１０は構成されるが、図１に示した各ブロッ
クのうち、モータ駆動制御部１０２、ステアリング駆動制御部１０３、手動／自動運転モ
ード切替制御部１０４、周囲移動体把握部１０９、現在位置検出部１１０、カーナビ機能
部１１３、画像認識部１１４、強制自動運転モード切替処理部１１５、自車動き解析検知
部１１８、自車動き解析検知部１１８、合成音声発生部１２１、音声入出力部１２２、の
各処理機能は、制御部１０１が、ソフトウエア処理として実現することができる。
【０１９８】
　［実施形態の自動車１の電子制御回路部１０の動作例］
　次に、この実施形態の自動車１の電子制御回路部１０の処理動作例について説明する。
なお、以下に説明する電子制御回路部１０の動作は、制御部１０１が、モータ駆動制御部
１０２、ステアリング駆動制御部１０３、手動／自動運転モード切替制御部１０４、周囲
移動体把握部１０９、現在位置検出部１１０、カーナビ機能部１１３、画像認識部１１４
、自動運転切替条件判別部１１５、音声認識部１１６、自車動き解析検知部１１８、自車
動き解析検知部１１８、携帯電話機能部１１９、合成音声発生部１２１、音声入出力部１
２２、の各処理機能を、ソフトウエア処理として実現する場合として説明する。したがっ
て、以下に説明するフローチャートの各ステップの処理は、制御部１０１が実行するもの
として説明する。
【０１９９】
　＜起動時における電子制御回路部１０の動作例＞
　図９は、この実施形態の自動車１の電子制御回路部１０の起動時における動作例を説明
するためのフローチャートである。
【０２００】
　制御部１０１は、自車が起動されたか否か監視し（ステップＳ１）、自車が起動された
と判別したときには、表示部１１１の表示画面を通じて、また、スピーカ１３８を通じた
音声により、運転者や乗車者に対して目的地の設定入力を促すメッセージを送出する（ス
テップＳ２）。このときの表示部１１１の表示画面には、「ここでは、目的地を設定しな
い」を選択できるようにされている。目的地を定めずに、手動運転モードでドライブを楽
しむ利用者もあるからである。
【０２０１】
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　次に、制御部１０１は、ステップＳ２のメッセージに応じた運転者又は乗車者からの目
的地の設定入力を受け付けたか否か判別し（ステップＳ３）、目的地の設定入力を受け付
けたと判別したときには、受け付けた目的地を記憶する（ステップＳ４）。
【０２０２】
　ステップＳ３で、目的地の設定入力を受け付けてはいないと判別したときには、制御部
１０１は、「目的地を設定しない」が選択されたか否か判別し（ステップＳ５）、「目的
地を設定しない」が選択されていないと判別したときには、処理をステップＳ３に戻して
、このステップＳ３以降の処理を繰り返す。また、ステップＳ５で、「目的地を設定しな
い」が選択されたと判別したときには、制御部１０１は、この処理ルーチンをそのまま終
了する。
【０２０３】
　以上のようにして、目的地が起動時に設定され、記憶されたときには、その記憶された
目的地は、手動運転用ナビ機能部２００での目的地のデフォルト値となり、自動運転用ナ
ビ機能部３００では、事前設定された目的地として扱われる。
【０２０４】
　＜実施形態の自動車１での運転モードの切り替え処理動作の例＞
　図１０～図１７は、この実施形態の自動車１の電子制御回路部１０の起動後における運
転モードの切替処理動作例を説明するためのフローチャートである。
【０２０５】
　この実施形態の自動車１においては、起動された直後は、初期的には手動運転モードと
されている。そして、起動後、自動車１の走行を開始する前に、運転者又は乗車者により
通常自動運転モードへの切替操作がなされることで、通常自動運転モードに切り替えて自
動車１の走行を開始することができるようにされている。また、起動後、手動運転モード
で走行を開始した後、運転者又は乗車者により、通常自動運転モードに切り替えられるこ
とにより、通常自動運転モードに切り替えられる。また、起動後、手動運転モードで走行
を開始した後、手動運転モードでの走行中に、上述した切替条件を監視して、切替条件に
合致したときには、通常自動運転モードあるいは強制自動運転モードに切り替えられるも
のである。
【０２０６】
　なお、自動車１の起動直後の運転モードを、利用者（運転者又は乗車者等）が、手動運
転モードと通常自動運転モードとのいずれかに選択設定することができるようにしてもよ
い。もちろん、利用者ごとにあらかじめ選択設定することもできる。この場合、自動車１
の起動時に、カメラ群１０７で利用者を撮影し、画像認識部１１４で利用者を認識するこ
とで、その利用者があらかじめ選択設定した運転モードを利用できる。また、自動車１の
運転を終了して電源をオフにしたときの運転モードを記憶しておき、次に、自動車１を起
動されたときには、記憶されていた直前の運転モードとするようにしてもよい。
【０２０７】
　この実施形態では、図１０に示すように、先ず、制御部１０１は、運転者又は乗車者に
より、手動運転モードの状態から通常自動運転モードへの切り替え操作がなされたか否か
判別する（ステップＳ１０１）。前述したように、手動運転モードから通常自動運転モー
ドへの切替操作は、自動車１が起動された直後の走行開始前と、手動運転モードでの走行
中とがあるが、このステップＳ１０１での判別動作は、そのいずれの場合も含むものであ
る。
【０２０８】
　このステップＳ１０１で、通常自動運転モードへの切り替え操作があったと判別したと
きには、制御部１０１は、カーナビ機能部１１３の自動運転用ナビ機能部３００の機能を
起動する（ステップＳ１０２）。なお、起動直後の運転モードが通常自動運転モードに設
定されていた場合や、起動直後の運転モードとする直前の運転モードが通常自動運転モー
ドであった場合には、ステップＳ１０１を行わずに、このステップＳ１０２が実行される
ものである。
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【０２０９】
　ステップＳ１０２の次には、制御部１０１は、切替前には手動運転用ナビ機能部２００
の機能が動作中であったか否か判別する（ステップＳ１０３）。そして、このステップＳ
１０３で、手動運転用ナビ機能部２００の機能が動作中であったと判別したときには、制
御部１０１は、手動運転用ナビ機能部２００の機能において設定されていた目的地を変更
するか否かの問い合わせメッセージを、表示部１１１の表示画面の表示画像を通じて、ま
た、スピーカ１３８を通じた合成音声により、運転者又は乗車者に対して送出する（ステ
ップＳ１０４）。
【０２１０】
　次に、制御部１０１は、このステップＳ１０４での問い合わせメッセージに対して、運
転者又は乗車者が、タッチパネル１１２を通じて、あるいは、音声認識部１１６を通じて
、目的地を変更する旨を回答したか否か判別する（ステップＳ１０５）。そして、このス
テップＳ１０５で、目的地を変更しない旨の回答をしたと判別したときには、制御部１０
１は、手動運転用ナビ機能部２００の機能において設定されていた目的地を用いて、自動
運転用ナビ機能部３００の経路探索部３０２の機能が経路探索を実行する（ステップＳ１
０６）。
【０２１１】
　ステップＳ１０３で、手動運転用ナビ機能部２００の機能が動作中ではなかったと判別
したときには、制御部１０１は、起動時に記憶された目的地があるか否か判別する（図１
１のステップＳ１１１）。このステップＳ１１１で、起動時に記憶された目的地はないと
判別したときには、制御部１０１は、表示部１１１の表示画面の表示画像を通じて、また
、スピーカ１３８を通じた合成音声により、目的地の設定入力を促すメッセージを、運転
者又は乗車者に対して送出する（ステップＳ１１２）。
【０２１２】
　そして、制御部１０１は、運転者又は乗車者からのタッチパネル１１２あるいは音声認
識部１１６を通じた、変更後の目的地の設定入力を受け付ける（ステップＳ１１３）。そ
の後、制御部１０１は、処理を図１０のステップＳ１０６に移行し、経路探索部３０２の
機能により自動運転モード用の経路探索を実行する。
【０２１３】
　ステップＳ１１１で、起動時に記憶された目的地があると判別したときには、制御部１
０１は、表示部１１１の表示画面の表示画像を通じて、また、スピーカ１３８を通じた合
成音声により、目的地を変更するか否かの問い合わせメッセージを、運転者又は乗車者に
対して送出する（ステップＳ１１４）。
【０２１４】
　次に、制御部１０１は、このステップＳ１１４での問い合わせメッセージに対して、運
転者又は乗車者が、タッチパネル１１２を通じて、あるいは、音声認識部１１６を通じて
、目的地を変更する旨を回答したか否か判別する（ステップＳ１１５）。そして、このス
テップＳ１１５で、目的地を変更しない旨の回答をしたと判別したときには、制御部１０
１は、処理を図１０のステップＳ１０６に移行し、経路探索部３０２の機能により自動運
転モード用の経路探索を実行する。
【０２１５】
　また、ステップＳ１１５で、目的地を変更する旨の回答をしたと判別したときには、制
御部１０１は、処理を図１１のステップＳ１１２に移行して、目的地の設定入力を促し、
その後、ステップＳ１１３で変更後の目的地の設定入力を受け付け、その後、処理を図１
０のステップＳ１０６に移行し、経路探索部３０２の機能により自動運転モード用の経路
探索を実行する。また、図１０のステップＳ１０５で、目的地を変更する旨の回答をした
と判別したときには、制御部１０１は、処理を図１１のステップＳ１１２に移行して、上
述したステップＳ１１２以降の処理を行う。
【０２１６】
　図１０のステップＳ１０６の次には、制御部１０１は、ステップＳ１０６での経路探索



(33) JP 2020-42853 A 2020.3.19

10

20

30

40

50

結果に基づいて、自動運転用制御情報を生成し、通常自動運転モードにおける自動運転用
ナビの実行を開始する（ステップＳ１０７）。
【０２１７】
　次に、制御部１０１は、運転者又は乗車者に、自動運転用ナビにおける地図表示をする
か、音声ガイダンスを要求するか、周辺情報の提供を要求する地点の登録をするかを表示
部１１１の表示画面の表示画像を通じて、また、スピーカ１３８を通じた合成音声により
、運転者又は乗車者に対して問い合わせる（ステップＳ１０８）。そして、制御部１０１
は、ステップＳ１０８の問い合わせに対する設定入力を受け付ける（ステップＳ１０９）
。
【０２１８】
　次に、制御部１０１は、表示部１１１の表示画面の表示画像を通じて、また、スピーカ
１３８を通じた合成音声により、運転者又は乗車者に対して、通常自動運転モードから手
動運転モードへの切替レベルの選択設定の入力を促す（図１２のステップＳ１２１）。そ
して、制御部１０１は、通常自動運転モードから手動運転モードへの切替レベルの選択設
定を受け付け（ステップＳ１２２）、自動運転用ナビを実行する。
【０２１９】
　次に、制御部１０１は、ステップＳ１２２で選択設定された手動運転モードへの切替レ
ベルに合致する切替操作がなされたか否か判別し（ステップＳ１２３）、切替操作がなさ
れていないと判別したときには、現在位置検出部１１０で検出された現在位置が目的地で
あるか否かにより目的地に到着したか否か判別する（ステップＳ１２４）。このステップ
Ｓ１２４で、目的地に到着してはいないと判別したときには、制御部１０１は、自動運転
用ナビを継続し（ステップＳ１２５）、その後、処理をステップＳ１２３に戻し、このス
テップＳ１２３以降の処理を繰り返す。
【０２２０】
　ステップＳ１２４で、目的地に到着したと判別したときには、制御部１０１は、電源が
切られるなどして、運転停止とされたか否か判別し（ステップＳ１２６）、運転停止とさ
れたと判別したときには、自動運転用ナビを終了して（ステップＳ１３０）、この処理ル
ーチンを終了する。
【０２２１】
　また、ステップＳ１２６で、運転停止とされてはいないと判別したときには、制御部１
０１は、表示部１１１の表示画面の表示画像を通じて、また、スピーカ１３８を通じた合
成音声により、運転者又は乗車者に対して、新たな目的地の設定入力を促すメッセージを
送出する（ステップＳ１２７）。そして、制御部１０１は、このステップＳ１２７による
促しにより、目的地の設定入力を受け付けたか否か判別し（ステップＳ１２８）、受け付
けたと判別したときには、処理を図１１のステップＳ１１２に移行して、このステップＳ
１１２以降の処理を実行する。
【０２２２】
　ステップＳ１２８で、目的地の設定入力を受け付けてはいないと判別したときには、制
御部１０１は、手動運転モードへの切替レベルに合致する切替操作がなされたか否か判別
し（ステップＳ１２９）、切替操作がなされていないと判別したときには、処理をステッ
プＳ１２６に戻し、このステップＳ１２６以降の処理を繰り返す。
【０２２３】
　そして、ステップＳ１２３で、手動運転モードへの切替レベルに合致する切替操作がな
されたと判別したときには、あるいは、ステップＳ１２９で、手動運転モードへの切替レ
ベルに合致する切替操作がなされたと判別したときには、制御部１０１は、手動運転モー
ドへの切り替えを実行する（図１３のステップＳ１３１）。このとき、表示部１１１の表
示画面の表示画像を通じて、また、スピーカ１３８を通じた合成音声により、運転者や乗
車者に、手動運転モードに切り替えられたことを通知するようにしてもよい。
【０２２４】
　次に、制御部１０１は、運転者又は乗車者に、表示部１１１の表示画面の表示画像を通
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じて、また、スピーカ１３８を通じた合成音声により、手動運転用ナビを開始するか否か
の問い合わせをする（ステップＳ１３２）。そして、制御部１０１は、ステップＳ１３２
の問い合わせに対して、手動運転用ナビを開始するとの回答を受けたか否か判別し（ステ
ップＳ１３３）、手動運転用ナビを開始しないとの回答を判別したときには、処理を図１
０のステップＳ１０１に戻し、このステップＳ１０１以降の処理を繰り返す。
【０２２５】
　また、ステップＳ１３３で、手動運転用ナビを開始するとの回答を受けたと判別したと
きには、制御部１０１は、表示部１１１の表示画面の表示画像を通じて、また、スピーカ
１３８を通じた合成音声により、自動運転用ナビの実行中に設定されていた目的地を変更
するか否か問い合わせメッセージを運転者又は乗車者に対して送出する（ステップＳ１３
４）。
【０２２６】
　次に、制御部１０１は、ステップＳ１３３での問い合わせメッセージに対して、運転者
又は乗車者が、タッチパネル１１２を通じて、あるいは、音声認識部１１６を通じて、目
的地を変更する旨を回答したか否か判別する（ステップＳ１３５）。そして、このステッ
プＳ１３５で、目的地を変更しない旨の回答をしたと判別したときには、制御部１０１は
、手動運転用ナビ機能部２００の経路探索部２０２の機能により、目的地を自動運転用ナ
ビの際の目的地のままとして、手動運転モード用の経路探索を行って、手動運転用ナビ機
能部２００の機能を実行する（ステップＳ１３６）。
【０２２７】
　また、ステップＳ１３５で、目的地を変更する旨の回答をしたと判別したときには、制
御部１０１は、表示部１１１の表示画面の表示画像を通じて、また、スピーカ１３８を通
じた合成音声により、目的地の設定入力を促すメッセージを、運転者又は乗車者に対して
送出する（ステップＳ１３７）。
【０２２８】
　そして、制御部１０１は、運転者又は乗車者からのタッチパネル１１２あるいは音声認
識部１１６を通じた、変更後の目的地の設定入力を受け付ける（ステップＳ１３８）。そ
の後、制御部１０１は、受け付けた目的地を新たな目的地として、経路探索部３０２の機
能により自動運転モード用の経路探索を実行し、その探索結果により、自動運転用制御情
報発生部３０３の機能により、自動運転用制御情報を生成して、自動運転用ナビを実行す
る（ステップＳ１３９）。
【０２２９】
　なお、目的地を変更する場合、また、目的地を変更しない場合のいずれにおいても、手
動運転用ナビ機能部２００の設定受付部２０１では、目的地以外の上述したような、受け
付け可能な設定入力項目の受け付けは行われるものである。
【０２３０】
　ステップＳ１３６又はステップＳ１３９の次には、制御部１０１は、現在位置検出部１
１０で検出された現在位置が目的地であるか否かにより目的地に到着したか否か判別する
（図１４のステップＳ１４１）。
【０２３１】
　ステップＳ１４１で、目的地に到着したと判別したときには、制御部１０１は、手動運
転用ナビを終了し（ステップＳ１４２）、その後、電源が切られるなどして、運転停止と
されたか否か判別し（ステップＳ１４３）、運転停止とされたと判別したときには、この
処理ルーチンを終了する。ステップＳ１４３で、運転停止とされてはいないと判別したと
きには、制御部１０１は、処理を図１０のステップＳ１０１に戻し、このステップＳ１０
１以降の処理を繰り返す。
【０２３２】
　また、ステップＳ１４１で、目的地に到着してはいないと判別したときには、制御部１
０１は、手動運転用ナビを継続する（ステップＳ１４４）。そして、制御部１０１は、運
転者又は乗車者により、手動運転モードから自動運転モードへ切り替え操作がなされたか



(35) JP 2020-42853 A 2020.3.19

10

20

30

40

50

否か判別し（ステップＳ１４５）、切り替え操作があったと判別したときには、処理を図
１０のステップＳ１０２に戻し、前述したステップＳ１０２以降の処理を繰り返す。
【０２３３】
　また、ステップＳ１４５で、手動運転モードから通常自動運転モードへ切り替え操作が
なされてはいないと判別したときには、制御部１０１は、自動運転切替条件記憶部１３５
に記憶されている切替条件に合致する状態を検知したか否かを判別する（ステップＳ１４
６）。
【０２３４】
　ステップＳ１４６で、自動運転切替条件記憶部１３５に記憶されている切替条件に合致
する状態を検知したと判別したときには、制御部１０１は、処理を図１５のステップＳ１
５２に進め、合致した切替条件に応じて、通常自動運転モード又は強制自動運転モードに
切り替える。ステップＳ１４６で、自動運転切替条件記憶部１３５に記憶されている切替
条件に合致する状態を検知していないと判別したときには、処理をＳ１４１に戻す。
【０２３５】
　また、図１０のステップＳ１０１で、通常自動運転モードへの切り替え操作はないと判
別したときには、制御部１０１は、自動運転切替条件記憶部１３５に記憶されている切替
条件に合致する状態を検知したか否かを判別する（図１５のステップＳ１５１）。そして
、このステップＳ１５１で、自動運転切替条件記憶部１３５に記憶されている切替条件に
合致する状態を検知したと判別したときには、制御部１０１は、処理をステップＳ１５２
に進め、合致した切替条件に応じて、通常自動運転モード又は強制自動運転モードに切り
替える。
【０２３６】
　また、ステップＳ１５１で、自動運転切替条件記憶部１３５に記憶されている切替条件
に合致する状態を検知していないと判別したときには、手動運転モードにおける手動運転
用ナビの利用要求を運転者又は乗車者から受けたか否か判別する（図１６のステップＳ１
６１）。
【０２３７】
　このステップＳ１６１で、手動運転モードにおける手動運転用ナビの利用要求を運転者
又は乗車者から受けてはいないと判別したときには、制御部１０１は、処理を図１０のス
テップＳ１０１に戻し、このステップＳ１０１以降の処理を繰り返す。
【０２３８】
　また、ステップＳ１６１で、手動運転モードにおける手動運転用ナビの利用要求を運転
者又は乗車者から受けたと判別したときには、制御部１０１は、手動運転用ナビ機能部２
００の設定受付部２０１の機能により、必要な入力項目の設定入力を受け付ける（ステッ
プＳ１６２）。このとき、自動車１の起動時に記憶されている目的地があれば、手動運転
用ナビ機能部２００では、その記憶されている目的地がデフォルト値とされている。運転
者又は乗車者は、目的地はこの記憶された目的地のままとしてもよいし、変更してもよい
。
【０２３９】
　ステップＳ１６２の次には、制御部１０１は、手動運転用ナビ機能部２００の経路探索
部２０２の機能により経路探索を実行し、その経路探索結果に応じて手動運転用ナビを実
行するようにする（ステップＳ１６３）。そして、このステップＳ１６３の次には、制御
部１０１は、処理を図１４のステップＳ１４１に移行して、このステップＳ１４１以降の
処理を実行する。
【０２４０】
　そして、図１５のステップＳ１５２の次には、制御部１０１は、自動運転切替条件記憶
部１３５の記憶内容を参照して、合致した切替条件に応じた通常自動運転モード又は強制
自動運転モードでは、目的地の設定が不要であるか否か判別する（ステップＳ１５３）。
【０２４１】
　このステップＳ１５３で、合致した切替条件に応じた通常自動運転モード又は強制自動
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運転モードでは、目的地の設定が不要な切替条件ではなく、目的地の設定が必要な切替条
件であると判別したときには、制御部１０１は、自動運転切替条件記憶部１３５の記憶内
容を参照して、合致した切替条件に対応して目的地は定まっているか否か判別する（ステ
ップＳ１５４）。
【０２４２】
　このステップＳ１５４で、合致した切替条件に対応した目的地は定められていないと判
別したときには、制御部１０１は、自動車１の起動時に記憶されている目的地が存在する
か否か判別する（図１７のステップＳ１７１）。
【０２４３】
　このステップＳ１７１で、自動車１の起動時に記憶されている目的地が存在すると判別
したときには、制御部１０１は、表示部１１１の表示画面の表示画像を通じて、また、ス
ピーカ１３８を通じた合成音声により、目的地を変更するかどうかを、運転者又は乗車者
に対して問い合わせる（ステップＳ１７２）。
【０２４４】
　次に、制御部１０１は、この問い合わせに対する運転者又は乗車者による目的地を変更
するか否かの回答を判別する（ステップＳ１７３）。このステップＳ１７３で、目的地を
変更しないとの回答を受けたと判別したときには、制御部１０１は、目的地を起動時に記
憶していた目的地として、経路探索部３０２の機能により自動運転モード用の経路探索を
実行する（ステップＳ１７４）。
【０２４５】
　また、ステップＳ１７１で、自動車１の起動時に記憶されている目的地は存在しないと
判別したとき、また、ステップＳ１７３で、目的地を変更するとの回答を受けたと判別し
たときには、制御部１０１は、表示部１１１の表示画面の表示画像を通じて、また、スピ
ーカ１３８を通じた合成音声により、目的地の設定入力を促すメッセージを、運転者又は
乗車者に対して送出する（ステップＳ１７５）。
【０２４６】
　そして、制御部１０１は、運転者又は乗車者からのタッチパネル１１２あるいは音声認
識部１１６を通じた、変更後の目的地の設定入力を受け付ける（ステップＳ１７６）。そ
の後、制御部１０１は、受け付けた目的地を新たな目的地として、経路探索部３０２の機
能により自動運転モード用の経路探索を実行する（ステップＳ１７７）。
【０２４７】
　そして、制御部１０１は、ステップＳ１７４又はステップＳ１７７の経路探索結果に基
づいて、自動運転用制御情報を生成し、自動運転用ナビを実行する（ステップＳ１７８）
。
【０２４８】
　そして、図１５のステップＳ１５４で、合致した切替条件に対応した目的地は定められ
ていると判別したときには、制御部１０１は、定められている目的地の情報は、目的地そ
のものではなく、病院などの目的地属性であるか否か判別する（ステップＳ１５５）。こ
のステップＳ１５５で、定められている目的地の情報が、目的地属性であるときには、制
御部１０１は、携帯電話機能部１１９を通じてインターネットにアクセスし、当該目的地
属性を用いた周辺検索を行い（ステップＳ１５６）、その周辺検索結果から目的地を確定
するようにする（ステップＳ１５７）。このステップＳ１５７での目的地の確定は、運転
者又は乗車者による選択を受けて行うようにしてもよいし、自動車１自身のみで行っても
よい。
【０２４９】
　このステップＳ１５７の次には、制御部１０１は、処理を図１７のステップＳ１７７に
移行させ、このステップＳ１７７以降の処理を実行する。また、ステップＳ１５５で、定
められている目的地の情報が、目的地属性ではなく、目的地その者であるときにも、制御
部１０１は、処理を図１７のステップＳ１７７に移行させ、このステップＳ１７７以降の
処理を実行する。
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【０２５０】
　次に、ステップＳ１７８の次には、制御部１０１は、運転者又は乗車者に、自動運転用
ナビにおける地図表示をするか、音声ガイダンスを要求するか、周辺情報の提供を要求す
る地点の登録をするかを表示部１１１の表示画面の表示画像を通じて、また、スピーカ１
３８を通じた合成音声により、運転者又は乗車者に対して問い合わせる（図１８のステッ
プＳ１８１）。そして、制御部１０１は、ステップＳ１８１の問い合わせに対する設定入
力を受け付ける（ステップＳ１８２）。
【０２５１】
　そして、ステップＳ１８２の次には、制御部１０１は、自動運転切替条件記憶部１３５
の記憶内容を参照して、合致した切替条件に対応して定められている解除条件に合致する
状態になったか否か判別し（ステップＳ１８３）、解除条件が合致するのを待つ。
【０２５２】
　そして、ステップＳ１８３で、解除条件に合致する状態になったと判別したときには、
制御部１０１は、強制的に切り替えられた通常自動運転モード又は強制自動運転モードが
終了した旨を、運転者又は乗車者に対して、表示部１１１の表示画面の表示画像を通じて
、また、スピーカ１３８を通じた合成音声により通知する（ステップＳ１８４）。
【０２５３】
　次に、制御部１０１は、運転者又は乗車者に対して、表示部１１１の表示画面の表示画
像を通じて、また、スピーカ１３８を通じた合成音声により、自車を、手動運転モードに
するか、あるいは自動運転モードにするかを問い合わせ（ステップＳ１８５）、当該問い
合わせに対して選択された運転モードがいずれであるかを判別する（ステップＳ１８６）
。
【０２５４】
　そして、ステップＳ１８６で、手動運転モードが選択されたと判別したときには、制御
部１０１は、処理を図１３のステップＳ１３１に移行し、このステップＳ１３１以降の処
理を実行する。また、ステップＳ１８６で、通常自動運転モードが選択されたと判別した
ときには、制御部１０１は、処理を図１０のステップＳ１０２に移行し、このステップＳ
１０２以降の処理を実行する。
【０２５５】
　そして、図１５のステップＳ１５３で、合致した切替条件に応じた通常自動運転モード
又は強制自動運転モードでは、目的地の設定が不要な切替条件であると判別したときには
、制御部１０１は、処理を図１８のステップＳ１８３に移行させ、このステップＳ１８３
以降の処理を繰り返す。
【０２５６】
　［実施形態の効果］
　以上説明した実施形態の自動車１によれば、手動運転モードから自動運転モードに切り
替えられたときには、必ず、自動運転用ナビが起動されると共に、その走行の行先である
目的地が設定されるように構成したので、自動車１は、運転者や乗車者が所望する目的地
まで、自動運転モードによる自律走行をすることができる。
【０２５７】
　また、上述の実施形態では、運転者又は乗車者が自動車１に乗車して、起動したときに
、予め目的地の設定入力を促し、その目的地の設定がなされた場合には、その目的地が記
憶されて、手動運転モードから自動運転モードに切り替えられたときには、その記憶され
た目的地を目的地とした自動運転用ナビを実行させるようにすることができる。したがっ
て、運転者又は乗車者は、手動運転モードから自動運転モードへの切り替え時には、目的
地の設定をすることなく、自動運転モードにおける自動運転用ナビの機能の利点を享受す
ることができるという効果を奏する。
【０２５８】
　また、上述の実施形態では、予め定められている所定の切替条件に合致するときには、
手動運転モードから通常自動運転モード又は強制自動運転モードに強制的に切り替えると
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共に、自動運転用ナビの機能を起動して、予め設定された目的地あるいは運転者又は乗車
者が設定した目的地に向けて走行させるようにしたので、運転者又は乗車者の安全性及び
利便性が向上すると共に、交通法規を遵守するようにすることが可能であるので、自動車
１を利用する運転者又は乗車者以外の者の対する安全性も向上する。
【０２５９】
　［その他の実施形態又は変形例］
　上述の実施形態では、運転者が、手動運転モードから通常自動運転モードに切り替え操
作をした場合と、自動車が、切替条件を監視して、切替条件に合致したことを検知したと
きに、手動運転モードから通常自動運転モード又は強制自動運転モードに切り替える場合
とについて説明した。
【０２６０】
　しかしながら、上述の実施形態の自動車１は、運転者が居なくても、自動車１自身が自
律走行を行うことが可能である。このため、運転者の他に乗車者（同乗者）が自動車１に
乗車していている場合において、運転者が手動運転モードで自動車１を運転して走行した
後、所定地点Ａで運転者が降車後も、運転者以外の乗車者（同乗者）は降車せずに、別の
地点Ｂまで移動するようにすることができる。
【０２６１】
　このような場合には、運転者が運転しているときには、手動運転モードであったので、
自動車１は、運転者が降車した地点Ａから、地点Ｂまでは、手動運転モードから通常自動
運転モードに切り替えて自律走行するようにすることになる。そして、自動車１は、この
ようなシチュエーションを考慮して、運転者が降車した地点Ａから地点Ｂまでも自動運転
モードで自律走行することができるような処理動作を行うようにする。
【０２６２】
　図１９は、以上のようなシチュエーションを考慮した場合に、上述の実施形態のような
処理動作に加えて、自動車１が行うようにする処理動作の一例を説明するためフローチャ
ートである。なお、自動車１のハードウェア構成は、図１に示したものと同様で良いもの
である。
【０２６３】
　すなわち、制御部１０１は、自車が手動運転モードの状態であるか否か判別する（ステ
ップＳ２０１）。このステップＳ２０１で、手動運転モードの状態ではないと判別したと
きには、制御部１０１は、手動運転モードに切り替えられたか否か判別し（ステップＳ２
０２）、手動運転モードに切り替えられてはいないと判別したときには、処理をステップ
Ｓ２０１に戻して、このステップＳ２０１以降の処理を繰り返す。
【０２６４】
　ステップＳ２０１で手動運転モードの状態であると判別したとき、また、ステップＳ２
０２で手動運転モードに切り替えられたと判別したときには、制御部１０１は、自車が停
車したか否か判別し（ステップＳ２０３）、自車が停車してはいないと判別したときには
、処理をステップＳ２０１に戻して、このステップＳ２０１以降の処理を繰り返す。
【０２６５】
　ステップＳ２０３で、自車が停車したと判別したときには、制御部１０１は、自車の駆
動状態を維持したままで、運転者が降車したか否か判別し（ステップＳ２０４）、運転者
が降車してないないと判別したときには、処理をステップＳ２０１に戻して、このステッ
プＳ２０１以降の処理を繰り返す。
【０２６６】
　ステップＳ２０３で、自車の駆動状態を維持したままで、運転者が降車したと判別した
ときには、自車に他の乗車者（同乗者）が存在するか否か判別する（ステップＳ２０５）
。このステップＳ２０５で、他の乗車者は存在しないと判別したときには、制御部１０１
は、運転者が再乗車したか否か判別して（ステップＳ２０６）、運転者が再乗車していな
いと判別したときには、このステップＳ２０６を繰り返して、運転者の再乗車を待つ。
【０２６７】
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　ステップＳ２０６で、運転者が再乗車したと判別したときには、制御部１０１は、処理
をステップＳ２０１に戻して、このステップＳ２０１以降の処理を繰り返す。そしてステ
ップＳ２０５で、他の乗車者が存在すると判別したときには、制御部１０１は、次に説明
する運転者降車後処理を実行する（ステップＳ２０７）。
【０２６８】
　図２０は、ステップＳ２０７の運転者降車後処理の第１の例を説明するためのフローチ
ャートである。この第１の例は、運転者以外の乗車者が、降車した運転者のその後の行動
を了解していることを前提にしている。例えば、運転者が降車時に、他の乗車者に「すぐ
に戻ります」や「５分間ほど待っていて」と再乗車することを告げたり、「私はここで降
ります。さようなら」や「もう戻りません」と再乗車しないことを告げたりする場合を想
定している。
【０２６９】
　すなわち、この第１の例においては、図２０に示すように、制御部１０１は、他の乗車
者に、運転者の降車後の振る舞いについての問い合わせメッセージを、表示部１１１の表
示画面を通じて、あるいは、スピーカ１３８を通じた音声により、送出する（ステップＳ
２１１）。そして、制御部１０１は、この問い合わせメッセージに対する他の乗車者から
の指示（タッチパネルを通じた指示、あるいは、音声認識部１１６で認識された指示）を
受け付けたか否か判別し（ステップＳ２１２）、指示を受け付けていないと判別したとき
には、このステップＳ２１２の処理を繰り返して、指示を受け付けるのを待つ。
【０２７０】
　ステップＳ２１２で、他の乗車者からの指示を受け付けたと判別したときには、制御部
１０１は、その指示は、運転者の再乗車待ちの指示であるか否か判別する（ステップＳ２
１３）。このステップＳ２１３で、受け付けた指示が運転者の再乗車待ちの指示であると
判別したときには、制御部１０１は、運転者が再乗車したか否か判別して（ステップＳ２
１４）、運転者が再乗車していないと判別したときには、このステップＳ２１４を繰り返
して、運転者の再乗車を待つ。
【０２７１】
　ステップＳ２１４で、運転者が再乗車したと判別したときには、制御部１０１は、処理
を、前述した図１０のステップＳ１０１に移行させて、前述したステップＳ１０１以降の
処理を実行する。
【０２７２】
　そして、ステップＳ２１３で、受け付けた指示が運転者の再乗車待ちの指示ではないと
判別したときには、制御部１０１は、走行開始指示であるか否か判別する（ステップＳ２
１５）。このステップＳ２１５で、走行開始指示ではないと判別したときには、制御部１
０１は、受け付けた指示は駆動停止指示であるか否か判別し（ステップＳ２１６）、駆動
停止指示ではないと判別したときには、処理をステップＳ２１５に戻し、駆動停止指示で
あると判別したときには、自車の駆動を停止して（ステップＳ２１７）、この処理ルーチ
ンを終了する。
【０２７３】
　そして、ステップＳ２１５で、起動開始指示であると判別したときには、制御部１０１
は、手動運転モードから通常自動運転モードに切り替えて自律走行を開始するようにし（
ステップＳ２１８）、その後、前述した図１０のステップＳ１０２に移行して、このステ
ップＳ１０２以降の処理を実行するようにする。
【０２７４】
　図２１は、ステップＳ２０７の運転者降車後処理の第２の例を説明するためのフローチ
ャートである。この第２の例は、運転者が、降車する前に、自動車１に対して、例えばタ
ッチパネル１１２を通じて指示入力したり、あるいはマイクロホン１３７を通じて音声で
指示入力したりすることを前提にしている。例えば、自動車１は、表示部１１１の表示画
面に、降車する運転者が予定している振る舞いとして、この例では、「再乗車」、「降車
後走行開始」、「駆動停止」の３つの指示項目を表示しておき、運転者により、その指示



(40) JP 2020-42853 A 2020.3.19

10

20

30

40

50

項目の中から選択入力させるようにする。そして、自動車１は、その選択入力に応じた運
転者降車後処理を行う。なお、この例では、「降車後走行開始」の指示が選択されたとき
には、目的地の設定入力をも併せて行うことができるようにされている。ただし、この目
的地の設定入力をしなくてもよいように構成されている。
【０２７５】
　すなわち、この第２の例においては、図２１に示すように、制御部１０１は、運転者に
より降車前に選定された指示が何であるか解析して判定する（ステップＳ２２１）。そし
て、制御部１０１は、判定した指示は、運転者の再乗車指示であるか否か判別する（ステ
ップＳ２２２）。ステップＳ２２２で、判定した指示は、運転者の「再乗車」指示である
と判別したときには、制御部１０１は、運転者が再乗車したか否か判別して（ステップＳ
２２３）、運転者が再乗車していないと判別したときには、このステップＳ２２３を繰り
返して、運転者の再乗車を待つ。
【０２７６】
　ステップＳ２２３で、運転者が再乗車したと判別したときには、制御部１０１は、処理
を、前述した図１０のステップＳ１０１に移行させて、前述したステップＳ１０１以降の
処理を実行する。
【０２７７】
　ステップＳ２２２で、判定した指示は、運転者の「再乗車」指示ではないと判別したと
きには、制御部１０１は、判定した指示は、「降車後走行開始」指示であるか否か判別す
る（ステップＳ２２４）。このステップＳ２２４で、「降車後走行開始」指示ではないと
判別したときには、制御部１０１は、判定した指示は、「駆動停止」であることを確認し
て自車の駆動を停止する（ステップＳ２２５）。そして、この処理ルーチンを終了する。
【０２７８】
　また、ステップＳ２２４で、判定した指示は、「降車後走行開始」指示であると判別し
たときには、制御部１０１は、手動運転モードから通常自動運転モードに切り替えて自律
走行を開始するようにし（ステップＳ２２６）、その後、目的地が設定されているか否か
判別する（ステップＳ２２７）。このステップＳ２２７で、目的地が設定されていると判
別したときには、制御部１０１は、記憶している起動時の目的地を、この設定されている
目的地に書き替える（ステップＳ２２８）。
【０２７９】
　そして、ステップＳ２２７で、目的地が設定されてはいないと判別したとき、また、ス
テップＳ２２８の次には、制御部１０１は、前述した図１０のステップＳ１０２に移行し
て、このステップＳ１０２以降の処理を実行するようにする。
【０２８０】
　以上のように、図１９～図２１の例によれば、運転者が手動運転モードで自動車１を運
転している状態から降車したときにおいても、自動車１は、手動運転モードから通常自動
運転モードに切り替えると共に、自動運転用ナビを起動し、降車した運転者又は運転者以
外の乗車者により設定入力された目的地に向かって支障なく、自律走行することができる
。
【０２８１】
　なお、以上説明した上述の実施形態では、手動運転モードと自動運転モードとを有する
自動車であるために、手動運転モードにおいては、ナビが動作していない場合を想定した
ので、自動車の起動時に目的地を事前設定しておくことで、後の目的地の設定の手間を省
くようにした。しかし、自動運転モードしか有しない自動車の場合には、起動すると、自
動運転モードになるので、その場合には、この発明によれば、必ず、目的地の設定の問い
合わせをすることになり、敢えて起動時に目的地の設定をして記憶しておく必要はない。
【０２８２】
　上述の実施形態では、起動時に設定された目的地が記憶していても、当該記憶部の目的
地を変更するか否かを運転者又は乗車者に問い合わせて、変更しないと回答された場合に
、記憶部の目的地を自動運転用ナビの経路探索に用いるようにしたが、記憶部に目的地が
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記憶されている場合には、変更するか否かを問い合わせせずに、当該記憶部の目的地を用
いて自動運転用ナビの経路探索をするようにして、自動運転モードへ切り替えた際におけ
る目的地についての運転者又は乗車者への問い合わせを省略するようにしてもよい。
【０２８３】
　なお、上述の実施形態では、主に目的地の設定、記憶、変更について説明したが、目的
地に加えて、目的地への経由地についても同様に設定、記憶、変更できるものである。例
えば、ステップＳ１において、自車が起動されたと判別したときには、ステップＳ２にお
いて、表示部１１１の表示画面を通じて、また、スピーカ１３８を通じた音声により、運
転者や乗車者に対して目的地に応じた経由地の設定入力又は選択入力を促すメッセージを
送出する。このときの表示部１１１の表示画面には、「ここでは、経由地を設定しない」
を選択できるようにされている。経由地を定めずに、手動運転モードで目的地に向かう利
用者もあるからである。
【０２８４】
　また、上述の実施形態の自動運転車では、各種データベースや各種記憶部は自車搭載で
構成したが、これに限られるものではなく、クラウド上にあってもよいことはもちろんで
ある。カメラ群１０７についても、自車搭載に限らず、自動車が、信号機や街灯などに設
置される監視カメラからの画像を通信で入手したり、他車のカメラからの画像を車車間通
信で入手したりしてもよい。レーダー群１０６、センサ群１０８についても同様に、自車
搭載に限らず、ＩＴＳスポットなど外部システムや他車から通信で、レーダー情報や各種
センサ情報などの入手が可能である。
【０２８５】
　また、上述の実施形態の自動車は、電気自動車の場合としたが、ガソリン車、ハイブリ
ッド車、燃料電池車、その他の駆動方式の自動車であっても、この発明は適用可能である
。
【０２８６】
　さらに、この発明は、普通自動車、軽自動車のみならず、トラック、バス、タクシー、
パトカー、救急車、消防車、教習車、トラクター、ダンプカー、ショベルカー、フォーク
リフト、また、一人用自動車、自動二輪車、自動三輪車などであっても適用可能である。
もちろん、この発明は、水陸両用車や空陸両用車（空飛ぶ車）にも適用可能である。
【符号の説明】
【０２８７】
　１…自動車、１０…電子制御回路部、１０１…制御部、１０４…手動／自動運転モード
切替制御部、１１１…表示部、１１３…カーナビ機能部、１１５…自動運転切替条件判別
部、１２１…合成音声発生部、１３３…カーナビ用データベース、１３５…自動運転切替
条件記憶部
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